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第１章 計画の概要 

【１】計画の基本的な視点 

 

１ 地域包括ケアシステムの深化・推進と地域共生社会の実現 

“団塊の世代”が 75 歳以上となる令和７（2025）年をまもなく迎えます。国は、これまで高齢

者支援として推進してきた「地域包括ケアシステム」を深化させる方針を示し、地域に暮らすすべ

ての人が支え合う「地域共生社会」の実現を目指しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 高齢者保健福祉分野と介護保険分野の連携した計画づくり 

高齢者福祉計画も介護保険事業計画も目指す方向性は同じ「地域包括ケア体制の充実」で

す。 

高齢者保健福祉分野と介護保険分野が連携を図り、元気な高齢者が多い前期高齢者をメイ

ンターゲットとした介護予防、担い手養成プロモーションに力を入れることにより、後期高齢者の

要介護認定率の低減化や、介護保険料抑制にもつながります。 

さらに、高齢者保健福祉分野と介護保険分野の連携・連動を基本に、医療も含めた、包括的

な介護予防の取組が求められます。 

 

第９期計画（令和６（2024）～令和８（2026）年） 

令和 22（2040）年を展望し、誰もがより長く元気に活躍できる社会の実現 

◼ 多様な就労・社会参加（70 歳までの就業機会の確保など） 

◼ 健康寿命の延伸（令和22 年までに健康寿命を男女ともに３年延伸し、75 歳以上に） 

◼ 医療・福祉サービス改革（令和22年時点で単位時間当たりのサービス提供を５％以上改善） 

◼ 給付と負担の見直し等による社会保障の持続可能性の確保 

高齢者 

（地域包括ケアシステム） 

子ども・子育て家庭 

【 地域共生社会の実現 】 

共生型 

サービス 
生活困窮者支援 

障がいのある人 

対象者等で区切れない 

複雑・複合的な福祉課題 

 

 

ー 
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３ 国の方針等 

令和５年３月の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議では、これから正式に示される

第９期計画の基本指針に関する内容が示されました。 

※令和５年３月 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料より抜粋 

 

【背景等】 

○ 第９期計画期間中には、いわゆる団塊世代が 75歳以上となる 2025年（令和７年）を迎える 

○ 全国でみれば、65 歳以上人口は 2040 年（令和２２年）を超えるまで、75 歳以上人口は 2055 年（令

和３７年）まで増加傾向が続き、要介護認定率や介護給付費が急増する 85 歳以上人口は 2035 年（令

和１７年）まで75歳以上人口を上回る勢いで増加し、2060年（令和 42年）頃まで増加傾向が続くこと

が見込まれる 

○ 一方で、生産年齢人口は減少していくことが見込まれている 

○ 今後、急激に高齢化が進行する地域もあれば、高齢化がピークを越える地域もあるなど、人口構成の変

化や介護ニーズ等の動向は地域ごとに異なる 

○ 地域ごとの中長期的な人口動態や介護ニーズの見込み等を踏まえて介護サービス基盤を整備する 

○ 地域の実情に応じて、地域包括ケアシステムの深化・推進や介護人材の確保、介護現場の生産性の向上

を図るための具体的な取組内容や目標を、優先順位を検討した上で、介護保険事業（支援）計画に定める

ことが重要である 

○ 高齢単身世帯や 85 歳以上人口が増加する中で、医療・介護双方のニーズを有する高齢者などさまざま

なニーズのある要介護高齢者が増加しており、医療・介護の連携の必要性が高まっている 

 

【基本的な考え方（主に市町村に関係するものを抜粋）】 

１ 介護サービス基盤の計画的な整備 

(ア)地域の実情に応じたサービス基盤の整備 

○ 令和３年度～令和５年度の介護給付等の実績を踏まえつつ、地域の中長期的な人口動態や介護

ニーズの見込み等を適切に捉え、第９期計画における施設サービス、居住系サービス、地域密

着型サービスをバランスよく組み合わせて、介護サービス基盤を計画的に確保していく必要が

ある 

○ 在宅医療の整備状況を踏まえ、医療・介護の連携を強化し、医療及び介護の効率的かつ効果的

な提供を図ることも重要である 

○ 中長期的なサービス需要の見込みについてサービス提供事業者を含め、地域の関係者と共有し、

議論することが重要である 

(イ)在宅サービスの充実 

○ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護

等の地域密着型サービスについて、地域の実情に応じて更なる普及を検討し、取り組むことが

重要である 

○ 居宅要介護者のさまざまなニーズに柔軟に対応できるよう、複数の在宅サービスを組み合わせ

た新たな複合型サービスを創設することを検討しており、サービス内容等の詳細は今後の社会

保障審議会介護給付費分科会において検討いただく予定である 
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２ 地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた取組 

(ア)地域共生社会の実現 

○ 地域住民や地域の多様な主体の参画や連携を通じて、「地域共生社会」の実現を目指すことが重

要である 

○ 地域住民への総合相談支援等を担う地域包括支援センターについて、体制や環境の整備を図っ

ていくことに加え、障害者福祉や児童福祉などの他分野との連携を促進していくことが重要で

ある 

○ 認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会の実現に向け、引き続き「共生」と「予

防」を車の両輪として、施策を推進していくことが重要である 

○ 介護予防・日常生活支援総合事業の実施状況等について検証を行うとともに、充実化していく

ための包括的な方策を検討し、第９期計画期間を通じて集中的に取り組んでいくことが重要で

ある 

(イ)医療・介護情報基盤の整備 

○ 令和５年通常国会に提出している「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための

健康保険法等の一部を改正する法律案」において、介護情報等の収集・提供等に係る事業を地

域支援事業に位置づける 

○ 患者・利用者自身の医療・介護情報の標準化を進め、デジタル基盤を活用して医療機関・介護

事業所等の間で必要なときに必要な情報を共有・活用していくことが重要である 

(ウ)保険者機能の強化 

○ 各保険者において地域包括ケアシステムの深化・推進に向けて、更なる取組を進めることがで

きるよう、保険者機能を強化することが重要となる 

○ 給付適正化事業について、保険者の事務負担の軽減を図りつつ効果的・効率的に事業を実施す

るため、新たな取組を含めた事業の重点化・内容の充実・見える化を行うことが重要である 

３ 地域包括ケアシステムを支える介護人材及び介護現場の生産性向上 

○ 介護人材を確保するため、処遇の改善、人材育成への支援、職場環境の改善による離職防止、

介護職の魅力向上、外国人材の受入れ環境整備などの取組を総合的に実施する必要がある 

○ 介護現場の生産性向上の取組の一層の推進は喫緊の課題である 
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【２】計画の策定にあたって 

 

１ 計画策定の背景 

本町では、令和３（2021）年３月に、「住み慣れた地域で、潤いのある暮らしができるまち」を基

本方針とする「久米南町高齢者保健福祉計画・第８期介護保険事業計画」（計画期間：令和３

（2021）年度から令和５（2023）年度）（以下「前計画」といいます。）を策定し、地域包括ケアシ

ステムの構築をはじめ、高齢者保健福祉施策を総合的に推進してきました。 

この間も高齢化は進行し、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らし

を人生の最後まで続けることができるよう、地域包括ケアシステムの深化、推進が引き続き求め

られています。そのため、地域共生社会の実現と地域包括ケアシステムの更なる推進に向け、必

要な施策を展開するための計画として、令和６（2024）年度から令和８（2026）年度までの３年

間における「久米南町高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画」（以下「本計画」といいます。）

を策定するものです。 

２ 計画の位置づけ 

高齢者福祉計画は、老人福祉法（昭和 38年法律第 133号）第20条の８に基づく「市町村老

人福祉計画」に該当します。この計画は、65 歳以上のすべての高齢者を対象とした健康づくり、

生きがいづくり、日常生活支援、福祉水準の向上など、高齢者に係る保健福祉施策全般を範囲

とするものです。 

介護保険事業計画は、介護保険法（平成９年法律第 123 号）第 117 条に基づく「市町村介護

保険事業計画」に該当します。この計画は、65 歳以上の要介護等認定者（40～64 歳における

老化が原因とされる特定疾病者も含む。）が、できる限り住み慣れた家庭や地域で、自らの意思

に基づき利用する介護保険サービスを選択し、自立した生活を送れるよう、必要となるサービス

に関する整備目標等を取りまとめたものです。 

本町では、高齢者福祉計画と介護保険事業計画が相互に連携することにより、総合的な高齢

者保健福祉施策の展開が期待されることから、両計画を一体的に策定します。 

また本計画は、最上位計画となる「第６次久米南町振興計画（令和４（2022）～令和１３

(2031）年度)」をはじめ、「岡山県保健医療計画」など国や県の関連計画との整合を確保すると

ともに、計画の推進にあたっては、町の関連計画（保健分野、障害分野等）と連携、調整を図って

いきます。 

３ 計画の期間 

久米南町高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画は、令和６（2024）年度を初年度とし、

令和８（2026）年度を目標年度とする３か年計画です。 

なお、国や岡山県による施策の動向、社会経済情勢の変化を見極めながら、必要に応じて見

直しを行います。 

４ 計画の進行管理・評価 

各年度における計画の達成状況を踏まえながら、目標数値が達成できるよう関係機関との連

携を図り、その実施状況の把握と進行管理に努めます。 

また、３年ごとに行われる計画見直しの機会を捉えて、それまでの取組を評価するとともに、

関係機関等に対して必要な指導・助言等を行います。 
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【３】計画策定の体制 

 

１ 介護保険事業計画策定委員会 

第１号被保険者・第２号被保険者で介護給付等サービス利用者の家族、町民、医療機関、福

祉関係者、介護保険サービス事業者、行政機関の代表者で構成される「久米南町介護保険事業

計画策定委員会」を設置し、計画内容を協議しました。 

 

２ アンケート調査の実施概要 

町内の高齢者及び要介護等認定者を対象として、現在の生活の状況や健康の実態及び今後

のニーズ等を調査し、計画策定の基礎資料とすることを目的として、アンケート調査（介護予防・

日常生活圏域ニーズ調査及び在宅介護実態調査）を実施しました。アンケートの内容について

は、「国のモデル調査票」に基づいた内容となっています。 

 

調査名称 
介護予防・日常生活圏域 

ニーズ調査 
在宅介護実態調査 

調査対象 町内に居住する 65歳以上の住民 在宅で生活している要支援・要介護者 

調査方法 郵送配布・回収 郵送配布・回収 

調査期間 令和５（2023）年１月 
令和４（2022）年 10月～ 

令和５（2023）年３月 

配布数 500 ７３ 

回収状況 

（回収率） 
４２４（84.8％） 53（72.6％） 

 

３ パブリックコメントの実施 

計画内容について、町民からの幅広い意見を収集し、最終的な意思決定を行うために、令和

５年 12 月２７日（水）から令和６年１月２６日（水）まで、計画素案に対する意見募集（パブリックコ

メント）を実施しました。 
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第２章 高齢者を取り巻く状況 

【１】高齢者の状況 

 

１ 高齢者人口 

本町の総人口は減少傾向にあり、令和４（2022）年 10 月現在 4,510 人（５年前の平成２９

（2017）年に対して 434人の減少）となっています。 

総人口が減少する中、65歳以上人口は減少傾向となっており、高齢化率は令和４（2022）年

では 45.3％となっています。 

1,253 1,237 1,239 1,234 1,244 1,241 1,220 1,235

902 934 935 918 898 885 869 808

1,510 1,450 1,385 1,383 1,341 1,330 1,321 1,289

1,459 1,437 1,385 1,352 1,340 1,254 1,180 1,178

5,124 5,058 4,944 4,887 4,823 4,710 4,590 4,510

42.1% 42.9% 44.0% 44.0% 44.4% 45.1% 45.5% 45.3%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年

【総人口等の推移】

0～39歳

40～64歳

65～74歳

75歳以上

高齢化率

（人）

 

資料：住民基本台帳（各年 10 月 1 日現在） 

２ 要介護等認定者数 

本町の要介護認定者等の人数は、令和５（2023）年９月末現在では４４７人となっています。 

構成比をみると、要支援１及び要支援２の合計は、平成３０（2018）年度以降 20％程度となっ

ていますが、全体では介護度の低い人（要介護２まで）が占める割合が 60％程度を占めていま

す。 

76 73 68 40 42 48 50 53 48

69 75 70
57 54 56 53 46 48

107 96 101
116 97 101 104 101 93

82 74 81
85 96 86 85 86 80

57 77 70
71 73 73 71 59 68

48 42 59
51 51 56 60 66 63

66 67 52
54 62 63 61 50 47

505 504 501
474 475 483 484

461 447

0

100

200

300

400

500

600

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

【要介護等認定者数の推移】

要介護5

要介護4

要介護3

要介護2

要介護1

要支援2

要支援1

（人）

 

資料：介護保険事業状況報告（９月分報告値） 
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13.0 

12.6 

10.8 

10.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成27年

平成28年

平成29年

平成30年

令和元年

令和２年

令和３年

令和４年

令和５年

【要介護等認定者構成比の推移】

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
 

資料：介護保険事業状況報告（９月分報告値） 

 

３ 高齢者世帯 

高齢者のいる世帯の割合は増加傾向となっており、１人暮らし高齢者世帯が増加しています。 
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平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和２年

【高齢者世帯数の推移】

1人暮らし世帯

高齢者夫婦世帯

同居世帯

高齢者のいる世帯の割合

（人）

 

資料：国勢調査 
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４ 日常生活圏域について 

日常生活圏域は、高齢者が要介護状態となっても住み慣れた地域で生活を続けることができ

るよう、必要なサービスが継続的かつ包括的に提供できるエリアとして、町の面積、高齢者人口

等を勘案し、設定しています。 

本町では第８期計画と同様に、地域性や人口規模（令和４（2022）年 10 月１日現在、総人口

4,510 人、高齢者人口 2,043 人）及び町内の対象サービス提供施設整備状況等を踏まえ、町

全体を１つの日常生活圏域とします。 

 

【日常生活圏域】 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

至 津山 

至 岡山 
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【２】アンケート調査結果 

 

１ 年齢 

年齢は、「70～74 歳」の割合が 24.8％と最も高く、次いで「75～79 歳」（24.1％）、「65～

69歳」及び「85歳以上」（いずれも 18.4％）、「80～84歳」（14.4％）となっています。 

18.4 24.8 24.1 14.4 18.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N＝424）

65～

69歳

70～

74歳

75～

79歳

80～

84歳

85歳

以上

 

 

２ 普段の生活における介護や介助の必要性 

介護・介助の必要性について全体では、「介護・介助は必要ない」の割合が 80.2％と大半を

占めており、「何らかの介護・介助は必要だが、現在は受けていない」が 9.4％、「現在、何らかの

介護・介助を受けている」が 8.3％となっています。 

性別では大きな差はみられませんが、年齢別では「85 歳以上」で「現在、何らかの介護・介助

を受けている」の割合が他の年齢層に比べて高くなっています。 

家族構成別では、「１人暮らし」で「何らかの介護・介助は必要だが、現在は受けていない」の割

合が他の層に比べてやや高くなっています。 

80.2

79.0

81.3

88.5

87.6

88.2

78.7

52.6

71.7

82.9

87.5

9.4

11.5

7.6

1.3

8.6

6.9

13.1

19.2

14.1

9.1

4.2

8.3

7.5

8.9

6.4

3.8

3.9

4.9

24.4

10.9

7.5

6.9

2.1

2.0

2.2

3.8

0.0

1.0

3.3

3.8

3.3

0.5

1.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N＝424）

【性別】

男性（ｎ＝200）

女性（ｎ＝224）

【年齢別】

65～69歳（ｎ＝78）

70～74歳（ｎ＝105）

75～79歳（ｎ＝102）

80～84歳（ｎ＝61）

85歳以上（ｎ＝78）

【家族構成別】

１人暮らし（ｎ＝92）

夫婦２人暮らし（ｎ＝187）

息子・娘との２世帯（ｎ＝72）

介護・介助

は必要ない

何らかの介護・

介助は必要だが、

現在は受けていない

現在、何らか

の介護・介助

を受けている

無回答
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３ 現在の暮らしの経済的状況 

暮らしの状況について全体では、「ふつう」の割合が 56.6％と最も高くなっていますが、「やや

苦しい」（26.4％）と「大変苦しい」（9.7％）を合計した『苦しい』の割合が 36.1％となっていま

す。 

性別では「男性」、年齢別では「70～74歳」、介護状況別では「必要だが受けていない」、家族

構成別では「1 人暮らし」で『苦しい』の割合が高くなっており、特に「1 人暮らし」では「大変苦し

い」の割合が非常に高くなっています。 

9.7

9.5

9.8

7.7

10.5

8.8

11.5

10.3

9.1

10.0

14.3

19.6

4.3

4.2

26.4

30.0

23.2

26.9

30.5

28.4

21.3

21.8

25.0

37.5

22.9

25.0

22.5

34.7

56.6

53.0

59.8

53.8

52.4

55.9

59.0

64.1

57.9

45.0

60.0

48.9

63.6

55.6

4.7

5.5

4.0

6.4

4.8

5.9

3.3

2.6

5.6

2.5

0.0

2.2

6.4

5.6

0.9

0.5

1.3

3.8

1.0

0.0

0.0

0.0

0.9

0.0

2.9

0.0

2.1

0.0

1.7

1.5

1.8

1.3

1.0

1.0

4.9

1.3

1.5

5.0

0.0

4.3

1.1

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N＝424）

【性別】

男性（ｎ＝200）

女性（ｎ＝224）

【年齢別】

65～69歳（ｎ＝78）

70～74歳（ｎ＝105）

75～79歳（ｎ＝102）

80～84歳（ｎ＝61）

85歳以上（ｎ＝78）

【介護状況別】

介護・介助は必要ない（ｎ＝340）

必要だが受けていない（ｎ＝40）

介護を受けている（ｎ＝35）

【家族構成別】

１人暮らし（ｎ＝92）

夫婦２人暮らし（ｎ＝187）

息子・娘との２世帯（ｎ＝72）

大変

苦しい

やや

苦しい

ふつう ややゆとり

がある

大変ゆとり

がある

無回答
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４ 地域づくり活動への参加意向 

健康づくり活動等への参加意向について全体では、「是非参加したい」の割合が 8.3％、「参

加してもよい」が 48.6％、「既に参加している」が 5.2％で、合計 62.1％となっています。一方、

「参加したくない」は 33.7％となっています。 

性別では「女性」は「男性」に比べて「是非参加したい」「参加してもよい」の割合がやや高く

なっています。 

年齢別では、「65～69 歳」で「参加してもよい」の割合が他の年齢層に比べて高くなっていま

す。 

介護状況別では、「介護・介助は必要ない」で「参加してもよい」の割合が他の層に比べて高く

なっています。一方、「介護を受けている」で「参加したくない」の割合が他の層に比べて非常に高

くなっています。 

家族構成別では、「夫婦２人暮らし」で「参加してもよい」の割合が他の層に比べてやや高く

なっています。 

8.3

6.5

9.8

9.0

5.7

10.8

11.5

5.1

8.5

10.0

5.7

7.6

6.4

9.7

48.6

47.5

49.6

56.4

50.5

50.0

47.5

37.2

51.5

40.0

31.4

45.7

51.3

47.2

33.7

36.5

31.3

30.8

37.1

29.4

29.5

41.0

30.9

37.5

51.4

32.6

32.6

37.5

5.2

5.5

4.9

2.6

2.9

8.8

4.9

6.4

5.6

5.0

2.9

6.5

5.3

4.2

4.2

4.0

4.5

1.3

3.8

1.0

6.6

10.3

3.5

7.5

8.6

7.6

4.3

1.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N＝424）

【性別】

男性（ｎ＝200）

女性（ｎ＝224）

【年齢別】

65～69歳（ｎ＝78）

70～74歳（ｎ＝105）

75～79歳（ｎ＝102）

80～84歳（ｎ＝61）

85歳以上（ｎ＝78）

【介護状況別】

介護・介助は必要ない（ｎ＝340）

必要だが受けていない（ｎ＝40）

介護を受けている（ｎ＝35）

【家族構成別】

１人暮らし（ｎ＝92）

夫婦２人暮らし（ｎ＝187）

息子・娘との２世帯（ｎ＝72）

是非参加

したい

参加して

もよい

参加した

くない

既に参加

している

無回答
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５ 現在の健康状態 

健康状態について全体では、「とてもよい」の割合が 7.3％、「まあよい」が 67.5％で、合計

74.8％が『よい』と回答しています。一方、「あまりよくない」（18.2％）、「よくない」（3.5％）の合

計は 21.7％となっています。 

性別では、「女性」は「男性」に比べて「まあよい」の割合がやや高くなっています。 

年齢別では、「65～69 歳」及び「75～79 歳」で『よい（合計）』の割合が他の年齢層に比べて

高くなっています。一方、「85 歳以上」で『よくない（合計）』が他の年齢層に比べて高くなってい

ます。 

介護状況別では、「必要だが受けていない」及び「介護を受けている」で『よくない（合計）』の割

合が他の層に比べて高くなっています。 

家族構成別では、「息子・娘との２世帯」で『よい（合計）』の割合が他の層に比べてやや高く

なっています。 

7.3

8.5

6.3

7.7

10.5

4.9

9.8

3.8

8.5

0.0

5.7

8.7

9.1

6.9

67.5

64.0

70.5

76.9

61.9

79.4

59.0

56.4

74.4

40.0

37.1

65.2

65.2

72.2

18.2

18.5

17.9

14.1

17.1

7.8

29.5

28.2

13.2

37.5

37.1

19.6

19.3

12.5

3.5

5.5

1.8

1.3

3.8

2.9

0.0

9.0

0.6

20.0

14.3

3.3

3.7

2.8

3.5

3.5

3.6

0.0

6.7

4.9

1.6

2.6

3.2

2.5

5.7

3.3

2.7

5.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N＝424）

【性別】

男性（ｎ＝200）

女性（ｎ＝224）

【年齢別】

65～69歳（ｎ＝78）

70～74歳（ｎ＝105）

75～79歳（ｎ＝102）

80～84歳（ｎ＝61）

85歳以上（ｎ＝78）

【介護状況別】

介護・介助は必要ない（ｎ＝340）

必要だが受けていない（ｎ＝40）

介護を受けている（ｎ＝35）

【家族構成別】

１人暮らし（ｎ＝92）

夫婦２人暮らし（ｎ＝187）

息子・娘との２世帯（ｎ＝72）

とても

よい

まあよい あまり

よくない

よくない 無回答
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６ 認知症に係る相談窓口の把握状況 

認知症の相談窓口の認知について全体では、「はい」の割合が35.6％、「いいえ」が60.1％と

なっています。 

性別では、「女性」は「男性」に比べて「はい」の割合が高くなっています。 

年齢別では、おおむね年齢が高くなるにつれて「はい」の割合が低くなっています。 

介護状況別では、「必要だが受けていない」で「はい」の割合が他の層に比べて低くなっていま

す。 

家族構成別では、「１人暮らし」で「いいえ」の割合が他の層に比べて高くなっています。 

 

35.6

26.5

43.8

42.3

37.1

34.3

36.1

28.2

36.5

25.0

42.9

25.0

36.9

43.1

60.1

69.0

52.2

57.7

57.1

62.7

60.7

62.8

60.0

62.5

54.3

70.7

59.4

52.8

4.2

4.5

4.0

0.0

5.7

2.9

3.3

9.0

3.5

12.5

2.9

4.3

3.7

4.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N＝424）

【性別】

男性（ｎ＝200）

女性（ｎ＝224）

【年齢別】

65～69歳（ｎ＝78）

70～74歳（ｎ＝105）

75～79歳（ｎ＝102）

80～84歳（ｎ＝61）

85歳以上（ｎ＝78）

【介護状況別】

介護・介助は必要ない（ｎ＝340）

必要だが受けていない（ｎ＝40）

介護を受けている（ｎ＝35）

【家族構成別】

１人暮らし（ｎ＝92）

夫婦２人暮らし（ｎ＝187）

息子・娘との２世帯（ｎ＝72）

はい いいえ 無回答
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７ 運動器機能リスク高齢者の割合 

運動器機能低下について全体では、「該当」の割合が 18.2％、「非該当」が75.5％となってい

ます。 

性別では「女性」は「男性」に比べて「該当」の割合がやや高くなっています。 

年齢別では、年齢が高くなるにつれて「該当」の割合が高くなる傾向となっており、特に「８５歳

以上」で「該当」が 47.4％と他の年齢層に比べて非常に高くなっています。 

介護状況別では、「必要だが受けていない」及び「介護を受けている」で「該当」の割合が他の

層に比べて非常に高くなっています。 

家族構成別では、「1人暮らし」で「該当」の割合が他の層に比べてやや高くなっています。 

 

18.2

14.0

21.9

7.7

6.7

16.7

16.4

47.4

9.1

50.0

60.0

23.9

15.0

20.8

75.5

80.5

71.0

91.0

84.8

78.4

70.5

47.4

85.6

27.5

40.0

63.0

81.3

77.8

6.4

5.5

7.1

1.3

8.6

4.9

13.1

5.1

5.3

22.5

0.0

13.0

3.7

1.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体（N＝424）

【性別】

男性（ｎ＝200）

女性（ｎ＝224）

【年齢別】

65～69歳（ｎ＝78）

70～74歳（ｎ＝105）

75～79歳（ｎ＝102）

80～84歳（ｎ＝61）

85歳以上（ｎ＝78）

【介護状況別】

介護・介助は必要ない（ｎ＝340）

必要だが受けていない（ｎ＝40）

介護を受けている（ｎ＝35）

【家族構成別】

１人暮らし（ｎ＝92）

夫婦２人暮らし（ｎ＝187）

息子・娘との２世帯（ｎ＝72）

【運動機能低下】

該当 非該当 無回答

 

 
※「運動器機能の状態」については、次の５つの質問のうち、３問以上該当する選択肢を回答した場合、運動器機能低下者としている。

「問２（１）階段を昇ること」「問２（2）椅子に座った状態からの立ち上がり」「問２（3）１５分位続けて歩くこと」で「できない」を回答、

「問２（4）過去１年間に転んだ経験」で「何度もある」「１度ある」を回答、「問２（5）転倒に対する不安」で「とても不安である」「やや

不安である」を回答。 
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８ 口腔機能リスク高齢者の割合 

口腔機能の低下について全体では、「該当」の割合が 21.5％、「非該当」が 77.1％となってい

ます。 

性別では大きな差はみられませんが、年齢別では年齢が高くなるにつれて「該当」の割合が高

くなっています。 

介護状況別では、「必要だが受けていない」及び「介護を受けている」で「該当」の割合が他の

層に比べて非常に高くなっています。 

家族構成別では、「息子・娘との２世帯」で「該当」の割合が他の層に比べて高くなっています。 

 

21.5

22.5

20.5

11.5

11.4

22.5

26.2

39.7

16.2

40.0

48.6

23.9

16.6

29.2

77.1

77.0

77.2

88.5

87.6

77.5

68.9

57.7

83.2

55.0

48.6

73.9

82.9

69.4

1.4

0.5

2.2

0.0

1.0

0.0

4.9

2.6

0.6

5.0

2.9

2.2

0.5

1.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N＝424）

【性別】

男性（ｎ＝200）

女性（ｎ＝224）

【年齢別】

65～69歳（ｎ＝78）

70～74歳（ｎ＝105）

75～79歳（ｎ＝102）

80～84歳（ｎ＝61）

85歳以上（ｎ＝78）

【介護状況別】

介護・介助は必要ない（ｎ＝340）

必要だが受けていない（ｎ＝40）

介護を受けている（ｎ＝35）

【家族構成別】

１人暮らし（ｎ＝92）

夫婦２人暮らし（ｎ＝187）

息子・娘との２世帯（ｎ＝72）

【口腔機能低下】

該当 非該当 無回答

 
※「口腔機能の状態」については、次の３つの質問のうち、２問以上該当する選択肢を回答した場合、口腔機能低下者としている。

「問３（２）固いものの食べにくさ」「問３（３）お茶や汁物等でむせること」「問３（４）口のかわき」で「はい」を回答。 
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９ 在宅の要介護等認定者のようす 

在宅の要介護等認定者を対象に実施した在宅介護実態調査の集計結果（回答者５３人）は以

下のとおりです。 

 

世帯類型 ・単身世帯 30.2％、夫婦のみ世帯 34.0％、その他 35.8％ 

主な介護者と本人の関係 ・配偶者 28.3％、子 47.8％、子の配偶者 13.0％、その

他 8.7％ 

主な介護者の年齢 ・40 代 2.2％、50 代 17.4％、60 代 45.7％、70 代 19.6％、

80 歳以上 15.2％ 

主な介護者が行っている介護 ・その他の家事（掃除、洗濯、買い物等） 80.4％ 

・金銭管理や生活面に必要な諸手続き 73.9％ 

・外出の付き添い、送迎等 63.0％ 

・食事の準備（調理等） 60.9％ 

・服薬 45.7％ 

今後の在宅生活の継続に向けて、主

な介護者が不安に感じる介護 

・認知症状への対応 30.4％ 

・外出の付き添い、送迎等 28.3％ 

・食事の準備（調理等） 23.9％ 

・夜間の排泄 19.6％ 

・入浴・洗身 19.6％ 

・屋内の移乗・移動 19.6％ 

在宅生活の継続のために充実が必要

なサービス 

・見守り、声かけ 22.6％ 

・掃除・洗濯 17.0％ 

・配食 15.1％ 

・外出同行（通院、買い物など） 15.1％ 

・調理 13.2％ 

・買い物（宅配は含まない） 13.2％ 

・移送サービス（介護・福祉タクシー等） 13.2％ 

※表中のアミカケは、各項目で「その他」を除き、最も高い割合となっているもの 
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【３】介護保険サービスの利用状況 

 

１ 介護予防給付 

（１）介護予防給付（事業量）の状況 

 
令和３年度 令和４年度 

計画値 実績値 実績/計画 計画値 実績値 実績/計画 

（１）介護予防サービス 

介護予防 

訪問入浴介護 

回数 (回/月) 0 0 ― 0 0 ― 

人数 (人/月) 0 0 ― 0 0 ― 

介護予防 

訪問看護 

回数 (回/月) 4.0 1.9 47.5％ 4.0 2.9 72.5％ 

人数 (人/月) 1 0 0.0％ 1 1 100.0％ 

介護予防 

訪問リハビリテーション 

回数 (回/月) 0 0 ― 0 2.3 ― 

人数 (人/月) 0 0 ― 0 0 ― 

介護予防 

居宅療養管理指導 
人数 (人/月) 1 1 100.0％ 1 0 0.0％ 

介護予防 

通所リハビリテーション 
人数 (人/月) 7 9 128.6％ 7 9 128.6％ 

介護予防 

短期入所生活介護 

日数 (日/月) 24.0 14.1 58.8％ 24.0 9.8 40.8％ 

人数 (人/月) ４ 4 100.0％ 4 3 75.0％ 

介護予防 

短期入所療養介護（老健） 

日数 (日/月) 0 0 ― 0 0 ― 

人数 (人/月) 0 0 ― 0 0 ― 

介護予防 

短期入所療養介護（病院等） 

日数 (日/月) 0 0 ― 0 0 ― 

人数 (人/月) 0 0 ― 0 0 ― 

介護予防 

短期入所療養介護(介護医療院) 

日数 (日/月) 0 0 ― 0 0 ― 

人数 (人/月) 0 0 ― 0 0 ― 

介護予防 

福祉用具貸与 
人数 (人/月) 43 41 95.3％ 44 42 95.5％ 

特定介護予防 

福祉用具購入費 
人数 (人/月) 2 1 50.0％ 2 1 50.0％ 

介護予防 

住宅改修費 
人数 (人/月) 2 1 50.0％ 2 1 50.0％ 

介護予防 

特定施設入居者生活介護 
人数 (人/月) 2 2 100.0％ 2 1 50.0％ 

（２）地域密着型介護予防サービス 

介護予防 

認知症対応型通所介護 

回数 (回/月) 0 0 ― 0 0 ― 

人数 (人/月) 0 0 ― 0 0 ― 

介護予防 

小規模多機能型居宅介護 
人数 (人/月) 0 0 ― 0 0 ― 

介護予防 

認知症対応型共同生活介護 
人数 (人/月) 0 0 ― 0 0 ― 

（３）介護予防支援 

介護予防支援 人数 (人/月) 47 46 97.9％ 47 44 93.6％ 
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（２）介護予防給付（給付費）の状況 

（単位：千円） 

 
令和３年度 令和４年度 

計画値 実績値 実績/計画 計画値 実績値 実績/計画 

（１）介護予防サービス 

介護予防訪問入浴介護 0 0 ― ０ 0 ― 

介護予防訪問看護 184 ５６ 30.4％ 184 259 140.8％ 

介護予防訪問リハビリテーション 0 0 ― 0 80 ― 

介護予防居宅療養管理指導 125 122 97.6％ 125 0 0.0％ 

介護予防通所リハビリテーション 3,477 3,728 107.2％ 3,479 3,845 110.5％ 

介護予防短期入所生活介護 1,970 1,292 65.6％ 1,971 925 46.9％ 

介護予防短期入所療養介護（老健） 0 0 ― 0 0 ― 

介護予防短期入所療養介護（病院等） 0 0 ― 0 0 ― 

介護予防短期入所療養介護（介護医療院） 0 0 ― 0 0 ― 

介護予防福祉用具貸与 2,158 2,129 98.7％ 2,214 2,210 99.8％ 

特定介護予防福祉用具購入費 840 162 19.3％ 840 296 35.2％ 

介護予防住宅改修費 1,944 1,208 62.1％ 1,944 1,650 84.9％ 

介護予防特定施設入居者生活介護 1,495 1,711 114.4％ 1,496 1,106 73.9％ 

（２）地域密着型介護予防サービス 

介護予防認知症対応型通所介護 0 0 ― 0 0 ― 

介護予防小規模多機能型居宅介護 0 0 ― 0 0 ― 

介護予防認知症対応型共同生活介護 0 0 ― 0 0 ― 

（３）介護予防支援 

介護予防支援 2,484 2,508 101.0％ 2,485 2,331 93.8％ 

合計（予防給付費） 14,677 12,916 88.0％ 14,738 12,702 86.2％ 
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２ 介護給付 

（１）介護給付（事業量）の状況 

 

 
令和３年度 令和４年度 

計画値 実績値 実績/計画 計画値 実績値 実績/計画 

（１）居宅サービス 

訪問介護 
回数 (回/月) 1,134.5 895.2 78.9％ 1,134.5 891.3 78.6％ 

人数 (人/月) 52 47 90.4％ 52 47 90.4％ 

訪問入浴介護 
回数 (回/月) 4.0 3.0 75.0 4.0 5.0 125.0％ 

人数 (人/月) 1 1 100.0％ 1 1 100.0％ 

訪問看護 
回数 (回/月) 149.2 110.0 73.7％ 149.2 126.0 84.5％ 

人数 (人/月) 20 14 70.0％ 20 15 75.0％ 

訪問リハビリテーション 
回数 (回/月) 4.0 3.5 87.5％ 4.0 16.7 417.5％ 

人数 (人/月) 1 0 0.0％ 1 2 200.0％ 

居宅療養管理指導 人数 (人/月) 32 27 84.4％ 32 26 81.3％ 

通所介護 
回数 (回/月) 448.9 330.0 73.5％ 455.6 347.0 76.2％ 

人数 (人/月) 51 36 70.6％ 52 40 76.9％ 

通所リハビリテーション 
回数 (回/月) 167.5 242.6 144.8％ 167.5 205.7 122.8％ 

人数 (人/月) 23 29 126.1％ 23 27 117.4％ 

短期入所生活介護 
日数 (日/月) 386.7 350.7 90.7％ 386.7 265.2 68.6％ 

人数 (人/月) 37 37 100.0％ 37 33 89.2％ 

短期入所療養介護（老健） 
日数 (日/月) 8.0 4.3 53.8％ 8.0 6.3 78.8％ 

人数 (人/月) 1 1 100.0％ 1 1 100.0％ 

短期入所療養介護（病院等） 
日数 (日/月) 0 0 ― 0 0 ― 

人数 (人/月) 0 0 ― 0 0 ― 

短期入所療養介護 

(介護医療院) 

日数 (日/月) 0 0 ― 0 0 ― 

人数 (人/月) 0 0 ― 0 0 ― 

福祉用具貸与 人数 (人/月) 127 120 94.5％ 126 118 93.7％ 

特定福祉用具購入費 人数 (人/月) 2 1 50.0％ 2 2 100.0％ 

住宅改修費 人数 (人/月) 2 2 100.0％ 2 2 100.0％ 

特定施設入居者生活介護 人数 (人/月) 25 20 80.0％ 25 21 84.0％ 

（２）地域密着型サービス 

定期巡回・随時対応型 

訪問介護看護 
人数 (人/月) 0 0 ― 0 0 ― 

夜間対応型訪問介護 人数 (人/月) 0 0 ― 0 0 ― 

地域密着型通所介護 
回数 (回/月) 896.4 896.0 100.0％ 896.4 849.9 94.8％ 

人数 (人/月) 88 82 93.2％ 88 73 83.0％ 

認知症対応型通所介護 
回数 (回/月) 0 0 ― 0 1.9 ー 

人数 (人/月) 0 0 ― 0 0 ― 

小規模多機能型居宅介護 人数 (人/月) 0 1 ― 0 0 ― 

認知症対応型共同生活介護 人数 (人/月) 18 17 94.4％ 18 17 94.4％ 

地域密着型 

特定施設入居者生活介護 
人数 (人/月) 0 0 ― 0 0 ― 

地域密着型 

介護老人福祉施設入所者生活介護 
人数 (人/月) 0 0 ― 0 0 ― 

看護小規模多機能型 

居宅介護 
人数 (人/月) 0 0 ― 0 0 ― 

（３）介護保険施設サービス 

介護老人福祉施設 人数 (人/月) 88 92 104.5％ 89 85 95.5％ 

介護老人保健施設 人数 (人/月) 27 27 100.0％ 27 27 100.0％ 

介護医療院 人数 (人/月) 2 0 0.0％ ２ 1 50.0％ 

介護療養型医療施設 人数 (人/月) 0 0 ― 0 0 ― 

（４）居宅介護支援 

居宅介護支援 人数 (人/月) 177 170 96.0％ 176 166 94.3％ 
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（２）介護給付（給付費）の状況 

（単位：千円） 

 
令和３年度 令和４年度 

計画値 実績値 実績/計画 計画値 実績値 実績/計画 

（１）居宅サービス 

訪問介護 38,226 30,328 79.3％ 38,247 31,575 82.6％ 

訪問入浴介護 598 375 62.7％ 598 761 127.3％ 

訪問看護 8,570 6,043 70.5％ 8,575 6,142 71.6％ 

訪問リハビリテーション 142 109 76.8％ 142 657 462.7％ 

居宅療養管理指導 4,272 3,797 88.9％ 4,275 3,880 90.8％ 

通所介護 43,065 32,429 75.3％ 43,633 35,425 81.2％ 

通所リハビリテーション 17,773 25,649 144.3％ 17,783 21,550 121.2％ 

短期入所生活介護 41,073 36,213 88.2％ 41,096 27,473 66.9％ 

短期入所療養介護（老健） 957 518 54.1％ 958 747 78.0％ 

短期入所療養介護（病院等） 0 0 ― 0 0 ― 

短期入所療養介護（介護医療院） 0 0 ― 0 0 ― 

福祉用具貸与 19,290 17,588 91.2％ 18,844 17,248 91.5％ 

特定福祉用具購入費 768 391 50.9％ 768 739 96.2％ 

住宅改修費 1,246 2,095 168.1％ 1,246 1,935 155.3％ 

特定施設入居者生活介護 51,452 43,131 83.8％ 51,480 46,568 90.5％ 

（２）地域密着型サービス 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 0 0 ― 0 0 ― 

夜間対応型訪問介護 0 0 ― 0 0 ― 

地域密着型通所介護 87,359 89,875 102.9％ 87,407 87,090 99.6％ 

認知症対応型通所介護 0 0 ― 0 186 ― 

小規模多機能型居宅介護 5,986 3,065 51.2％ 5,990 0 0.0％ 

認知症対応型共同生活介護 53,271 51,010 95.8％ 53,300 50,472 94.7％ 

地域密着型特定施設入居者生活介護 0 0 ― 0 0 ― 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 0 0 ― 0 0 ― 

看護小規模多機能型居宅介護 0 0 ― 0 0 ― 

（３）介護保険施設サービス 

介護老人福祉施設 281,323 282,855 100.5％ 284,697 267,795 94.1％ 

介護老人保健施設 90,682 90,863 100.2％ 90,732 90,149 99.4％ 

介護医療院 9,280 1,323 14.3％ 9,285 4,270 46.0％ 

介護療養型医療施設 0 0 ― 0 0 ― 

（４）居宅介護支援 

居宅介護支援 27,454 27,511 100.2％ 27,229 27,069 99.4％ 

合計（介護給付費） 782,787 745,168 95.2％ 786,285 721,731 91.8％ 
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第３章 高齢者施策の将来ビジョン 

【１】高齢者等の将来推計 

 

１ 高齢者等の人口推計 

国立社会保障・人口問題研究所による推計結果「日本の地域別将来推計人口（平成 30

（2018）年推計）」によると、第９期計画の最終年度（令和８（2026）年度）には第２号被保険者

（40～64歳）は 1,113人に、第１号被保険者（６５歳以上）は 1,902人になると推計されます。 

【第１号被保険者数、第２号被保険者数、総数の推計結果】 
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1,471 

1,247 1,218 1,189 1,160 1,132 1,113 

862 

3,297 3,241 3,180 3,121 3,066 3,015 

2,333 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

令和

3年度

令和

4年度

令和

5年度

令和

6年度

令和

7年度

令和

8年度

令和

22年度

総数

第2号被保険者数

第1号被保険者数

（人）

第９期

 
※国立社会保障・人口問題研究所による推計結果（地域包括ケア「見える化」システム） 

（令和６～８年度及び令和２２年度は推計値） 

 

２ 要介護認定者等の推計 

今後も要介護認定者等の人数は減少傾向が続き、第９期計画最終年度の令和８（2026）年

度には 410人になることが予想されています。 

【要介護認定者等の推計】 
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※地域包括ケア「見える化」システム 
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【２】基本方針 

私たちを取り巻く環境は、急速な高齢化の進行、少子化、核家族化、社会経済情勢に加えて、

自然災害や新型コロナウイルス感染症拡大の影響等で、大きく変化しています。 

１人暮らし高齢者や高齢者夫婦世帯の増加とともに、認知症高齢者の増加や老老介護、ヤン

グケアラー等、高齢者を取り巻く課題も多様化・複雑化しています。 

このような中で、本町では「住み慣れた地域で、潤いのある暮らしができるまちづくり」という理

念（目指す姿）を掲げて、高齢者施策を推進してきました。この理念は、地域包括ケアシステムの

考えと同じ方向となっており、国においては地域包括ケアシステムの更なる深化・推進を目指す

ことから、本計画でもこの理念を継承するものとします。 

 

◆ 本計画の理念（目指す姿） ◆ 

住み慣れた地域で、潤いのある暮らしができるまちづくり 

 

【３】計画の目標 

本計画では、計画の理念を実現するため前計画の目標を継承し、更なる推進を行います。 

 

１ 健康づくり・介護予防の推進 

●令和２（2020）年度に改定された『第２次久米南町健康づくりプラン後期計画』に基づき、健

康教育や健康診査などを実施し、高齢者の健康づくりを支援します。 

●地域包括支援センターが中心となり、介護予防・生活支援サービス事業の対象者の把握に努

めるとともに、介護予防教室や生きがいデイサービスを実施します。また、介護のおそれのあ

る高齢者に対して、早期に予防事業等への参加を勧奨するなど、介護予防、地域支援事業の

取組を推進します。 

 

２ 地域で支え合うまちづくり(地域包括ケア体制)の推進 

●地域包括ケアシステムの中核を担う地域包括支援センターの機能を充実するとともに、関係

機関との連携体制の強化を図ります。 

●認知症ケアパスの活用をはじめ、認知症施策を推進します。 

●１人暮らしや高齢者夫婦世帯などの増加を踏まえ、近所の人、ボランティア団体、町福祉委員、

民生委員児童委員等による見守り、手助けを行うためのネットワークづくりを進めます。 

●障害者福祉や児童福祉など他分野との連携を促進し、重層的支援体制を整備します。 



23 

 

３ 生きがいづくりの推進 

●高齢者がいつまでも元気で、その経験や能力を地域活動に積極的に生かすことができるよう、

社会参加の場、地域貢献の機会づくりなどの支援を継続します。 

●多様なライフスタイルを実現するため、交流活動の促進や就業機会の確保に向けての支援を

積極的に進めます。 

 

４ 安心して暮らせる環境整備の推進 

●地域密着型サービスを含め、介護保険サービスを適切に提供することで、介護が必要になっ

ても住み慣れた地域で生活できる環境整備を推進します。 

●住み慣れた地域での生活を支援するとともに、安心して暮らせる環境づくりに取り組みます。 

 

５ 介護保険事業の推進 

●利用者によるサービスの選択が適切に行われ、提供されるサービスの質を確保していくため、

地域包括支援センターが中心となって相談・情報体制の強化、人材育成及びネットワークづく

り等を推進します。 

●介護給付適正化の主要 3 事業（要介護認定の適正化、ケアプラン・住宅改修等の点検、医療

情報との突合・縦覧点検）に加え、サービス利用者への介護給付費通知を行い、介護保険事

業の適正な運用に努めます。 

 



24 

【４】施策の体系 

【「高齢者福祉施策の推進」の体系】 

章  目標  施策の方向 
     

第
４
章 

高
齢
者
福
祉
施
策
の
推
進 

 

健康づくり・介護予防の推進  

(１)健康づくりの推進 

(２)介護予防・生活支援サービス事業の推進 

(３)一般介護予防事業の推進 
    

 

地域で支え合うまちづくり

(地域包括ケア体制)の推進 
 

(１)地域包括支援センターの運営 

(２)在宅医療・介護連携の推進 

(３)認知症施策の推進 

(４)生活支援サービスの基盤整備 

(５)権利擁護の推進 

(６)家族支援等その他の事業 
    

 

生きがいづくりの推進  
(１)生涯学習活動の充実 

(２)生涯スポーツの充実 

(３)交流活動等の充実 
    

 
安心して暮らせる環境整備の

推進 
 

(１)介護保険サービスの充実 

(２)生活支援の推進 

(３)安心生活のための環境整備 

【「介護保険事業の推進」の体系】 

章  目標  施策の方向 
     

第
５
章 

介
護
保
険
事
業
の
推
進 

 

介護サービス事業量の見込み  

(１)居宅サービス 

(２)施設サービス 

(３)地域密着型サービスの整備計画 
    

 

サービス給付費総額  

(１)予防給付費 

(２)介護給付費 

(３)総給付費 

(４)標準給付費見込額 

(５)地域支援事業費 

(６)サービス給付費総額 
    

 

第９期計画における 

第１号被保険者の介護保険料 
 

(１)所得段階区分及び保険料率 

(２)保険料収納必要額 

(３)保険料収納率と所得段階別加入割合補正後被保険者数 

(４)第１号被保険者保険料基準額 

(５)令和 22（2040）年度の第１号被保険者保険料基準額 
    

 

介護給付適正化の推進  

(１)要介護認定の適正な実施 

(２)ケアプラン・住宅改修等の点検 

(３)医療情報との突合・縦覧点検 

(４)サービス利用者への介護給付費通知 
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第４章 高齢者福祉施策の推進 

【１】健康づくり・介護予防の推進 

 

１ 健康づくりの推進 

令和２（2020）年度に改定した『第２次久米南町健康づくりプラン（第２次健康増進計画・食育

推進計画）後期計画』に基づき、高齢期における健康づくりを推進しています。 

 

①健康教育 健康意識の向上を目指して、集団健康教育や講演会等の実施ととも

に、愛育委員会、栄養改善協議会などの各組織とも連携して多くの健康

づくり事業を実施しています。 

各地域で行われているサロン事業に健康運動指導士を派遣し、健康づ

くりと介護予防を一体的に効果のある事業として実施しています。 

今後も自主的な活動を支援するとともに、健康づくりと介護予防を一

体的に推進します。 

②健康相談 健診受診者や健康教室参加者等の相談に対応し、各々の状態にあわせ

た指導・助言を実施しています。 

今後も充実に向けた取組を進めます。 

③訪問指導 閉じこもり防止や要介護状態になることを予防するための相談・指導

を健康教室、サロン事業、通いの場等で実施しています。 

今後も充実に向けた取組を進めます。 

④健康診査 40～75 歳未満の人には加入している健康保険の保険者において、特

定健康診査及び特定保健指導を実施しています。75 歳以上の高齢者へ

は、岡山県後期高齢者医療広域連合からの委託を受け、町が実施してい

ます。 

健康診査は、介護予防の点からも重要な意味を持つため、積極的に受

診してもらうよう啓発し、受診率の向上に努めていきます。 

また、健診結果を自らの健康づくりに役立てるため、受診者全員を対

象に健診結果説明会を実施し、自らの生活習慣の改善に取り組み、健康

の保持・増進につなげていきます。 

75 歳以上の高齢者を対象とした個別健診の実施について検討を行い

ます。 

⑤健康手帳の交付 健康診査、健康教育、健康相談及び医療受診の記録だけでなく、健康

保持のために必要な事項を記載することで、自らの健康管理と適切な医

療の確保に資することができるよう、手帳の積極的な活用を推進しま

す。 
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２ 介護予防・生活支援サービス事業の推進 

高齢者が住み慣れた地域で、健康でいきいきとした生活が送れるよう支援することが重要で

す。そのためには高齢者が要介護の状態にならないための介護予防の取組や、要介護状態が悪

化しないよう重度化防止の取組を推進する必要があります。 

本町では、引き続き介護予防・日常生活支援総合事業の１つとしての介護予防・生活支援

サービス事業を実施しています。 

今後も地域包括支援センターが中心となって、事業効果の確認や評価、関係機関との連携に

よる必要なサービスの確保を図りながら介護予防を推進します。 

 

①事業対象者の把握 要支援認定者以外の事業対象者を把握するため、基本チェックリスト

を実施し、対象者の把握を行っています。 

窓口で相談を受けた対象者に基本チェックリストを活用し、サービス

区分の振り分けを行い一層対象者の把握に努めます。 

②介護予防教室の実施 高齢化率の上昇に伴う要介護認定者等の増加が見込まれる中、要介護

状態にならないための介護予防への取組がより一層重要となります。 

今後も保健師、管理栄養士、健康運動指導士等により、筋力低下予防

を柱に、栄養改善、口腔機能の向上、認知症予防等についてのプログラ

ムを盛り込んだ予防教室を開催します。 

また、効果的な教室内容となるよう、検討しながら充実を目指します。 

③生きがいデイサービス 

（通所型サービス）の実施 

要介護状態になることを防ぐための運動・栄養・口腔機能の維持・改

善に向けた健康教育を中心に実施しています。 

今後も介護予防、高齢者の閉じこもり防止のための通所型サービスを

積極的に行っていきます。 

また、同世代の交流の場であり、貴重な外出機会になっていると考え

られることから、より介護予防の効果が上がるようサービス内容の充実

に努めます。 

④食生活改善事業（訪問型サー

ビス）の実施 

低栄養状態になりがちな介護予防・生活支援サービス事業対象者に、

栄養バランスのとれた食事を提供し、状態の維持及び改善を図ります。 

また、栄養委員が中心となり、各地域での訪問指導や高齢者対象の教

室を開催しますが、高齢化が進み後継者が不足しているため委員が不在

となっている地区での普及活動について、地域格差を小さくするための

取組を検討します。 

今後も、利用者のニーズにあった支援を心がけ、利用者にあった食事

の提供回数の検討を行っていきます。 

⑤介護予防支援事業 

（ケアマネジメント） 

地域包括支援センターで、要支援者や介護予防・生活支援サービス事

業対象者に、高齢者の自立支援を目指した介護予防ケアマネジメントを

行います。 

⑥住民主体型デイサービス・訪

問サービスの実施 

住民が主体となり、生活支援サポーターとして、地域の方の居場所づ

くりや助け合いの活動を行います。 

利用者・サポーターともに、身体機能の維持・向上を目的として、月

に１回、理学療法士のリハビリ指導を受けることができます（岡山県リ

ハビリテーション専門職派遣事業利用）。 
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【介護予防支援事業（ケアマネジメント）の目標値】  

 
実績 見込み 第９期計画（目標値） 参考 

R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 R22年度 

介護予防ケアマネジメント実施数 (人) 32 30 30 30 30 28 

 

【介護予防・生活支援サービス事業の目標値】  

 
実績 見込み 第９期計画（目標値） 参考 

R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 R22年度 

第１号事業利用者数 (人) 61 55 55 55 55 53 

 
訪問型サービス 

（サービス事業者による緩和基準） 
(事業所) 2 2 2 2 2 2 

 
通所型サービス 

（サービス事業者による緩和基準） 
(事業所) 6 8 8 8 8 8 

 
通所型サービス 

（住民主体のサービス） 
(か所) 1 1 1 1 1 1 

 通所型サービス（短期集中） (事業所) 1 1 1 1 1 1 
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３ 一般介護予防事業の推進 

本町では、介護予防・日常生活支援総合事業の中ですべての高齢者を対象とした一般介護

予防事業を実施しています。 

今後も周知方法等の工夫に努め、介護予防への意識をより高めていく取組を進めます。 

 

①健康手帳の交付（再掲） 一般介護予防事業の実施や健康記録等を記載する健康手帳を交付す

ることで、町民の健康・介護予防に対する意識の高揚を図ります。 

②啓発活動 隔月に広報紙へ「地域包括支援センターだより」として、介護予防等

に関する情報を掲載しています。 

今後も、介護予防に資する基本的な情報について、広報紙への掲載、

リーフレットの作成、事業の実施等により、広く介護予防を呼びかけて

いきます。 

③健康教育の実施（再掲） 健診（検診）結果をもとに、個々の状態や評価を行い、健診結果説明

会を設けて個別に健康指導を行っています。 

今後も、より多くの人に参加してもらうための工夫を重ね、一般健康

教育、歯周疾患健康教育、病態別健康教育、薬に関する健康教育等を実

施し、健康づくりに対する意識を高め、予防の推進を図ります。 

④ふれあい・いきいきサロン 社会福祉協議会が主体で実施している「ふれあい・いきいきサロン」

は、現在 36 か所のサロンが開催されています。 

女性の参加者が多いため、男性の参加者が増えるよう広報活動や実施

内容の検討なども行っていきます。 

⑤地域住民グループ支援事業 サロンや地区の集会において、保健師や地域包括支援センター職員が

助言等を行うなど地域との連携を図り支援を行っています。 

今後もサロン活動の広報を充実させ、保健師、管理栄養士、地域包括

支援センター職員等の派遣事業のより一層の充実を図ります。 

また、運動器の機能向上を目的とした健康づくり・介護予防に資する

体操を定期的に集まり開催しているグループ（通いの場）の普及を図り

ます。 

⑥生活管理指導員派遣事業 高齢者の日常生活での家事や対人関係など、社会適応が困難な方に対

して指導・助言を行い、閉じこもりがちな高齢者の支援を行います。 

また、このような高齢者を対象に生活習慣に適応できるような指導等

を行います。委託先の社会福祉協議会と連携し、社会適応が困難な高齢

者の調査を行い、日常生活及び家事の指導・支援を行います。 

今後も、介護保険外の資源として高齢者に対して介護予防・生活支援

の観点から継続実施します。 
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【一般介護予防事業の目標値】  

 
実績 見込み 第９期計画（目標値） 参考 

R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 R22年度 

通いの場 
(か所) 4 4 5 5 5 5 

(人) 40 40 50 50 50 50 

 

【介護予防・重度化防止（対象者数）の目標値】  

 
実績 見込み 第９期計画（目標値） 参考 

R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 R22年度 

第１号被保険者数 (人) 2,023 1,991 1,961 1,934 1,902 1,471 

要支援認定者数 (人) 99 96 90 85 82 67 

事業対象者数 (人) 7 7 7 7 7 7 

通いの場 利用者数（延） (人) 1,497 1,600 1,700 1,700 1,700 1,700 

介護予防ボランティア数 (人) 15 14 17 17 17 17 
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【２】地域で支え合うまちづくり(地域包括ケア体制)の推進 

 

１ 地域包括支援センターの運営 

総合的な相談窓口機能として、高齢者のみにとらわれることなく、幅広い総合相談・支援を

行っています。個々のニーズが多様化しており、困難事例も多くなってきています。 

今後は、より包括的なマネジメントの実践を行うために、インフォーマルサービスの活用など、

社会資源の発掘にも努力し、高齢者一人ひとりの状態の変化に応じた長期的ケアマネジメントを

後方支援するため、介護支援専門員の日常的個別指導や支援困難事例等への助言・指導を行

い、地域の介護支援専門員のネットワークづくり等に取り組みます。 

また、高齢者虐待に対する早期発見のために、更なるネットワークの構築を図ります。 

 

【地域包括支援センターの体制】 

設置方法 
⚫ 久米南町役場保健福祉課内に設置します。 

⚫ 現状の直営方式で運営します。 

基本的な機能 

⚫ 介護予防ケアマネジメント 

⚫ 高齢者に対する総合相談・支援事業 

⚫ 高齢者に対する虐待防止等の権利擁護事業 

⚫ 地域の介護支援専門員の支援等を行う包括的・継続的ケアマネジメント支援

事業 

⚫ 地域ケア会議の充実 

⚫ 在宅医療・介護連携の推進 

⚫ 認知症施策の推進 

⚫ 生活支援サービスの体制整備 

⚫ 重層的支援体制整備 

運営体制 

⚫ 人員配置は、町職員で対応します。 

⚫ 主任介護支援専門員１名、介護支援専門員１名、社会福祉士１名及び兼務と

して事務職員２名、保健師３名、管理栄養士１名で対応しており、今後も必

要な人材の確保に努めます。 

⚫ 幅広い施策の実施と相談体制が重要であるため、今後も、主任介護支援専門

員を含め、３職種が常勤できる体制を目指します。 
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①地域包括支援センター運営

協議会の設置 

地域包括支援センターが円滑に運営できるよう、地域包括支援セン

ター運営協議会を設置し、年１回運営に関する協議を行っています。 

今後も地域包括支援センターが中立性を確保し、公正な運営の継続が

できるよう、事業内容をチェックし、より具体的な目標設定・評価を行

い、関係機関との連携・支援を行います。また、重層的支援体制の中心

となる機関としての役割を果たせるよう支援していきます。 

②総合相談支援事業・権利擁護

事業 

高齢者が、住み慣れた地域で安心して、その人らしい生活を継続して

いくことができるようにするため、どのような支援が必要かを把握し、

適切なサービスの提供や関係機関につなげる等の支援を行います。 

また、社会福祉協議会が行う日常生活自立支援事業などの権利擁護を

目的としたサービスや仕組みを有効に活用し、適切なサービス提案や関

係機関との連携を図り、支援を行います。社会資源が不足している中、

近年利用者のニーズも多種多様となっており、いかに個々の利用者に対

応していくかがとても重要となっています。 

権利擁護業務については、消費者被害、高齢者虐待の報告件数はごく

わずかですが、民生委員、愛育委員などを中心とした地域住民への研修

も行い、早期発見に努めます。 

個々のニーズに対応するため、幅広い知識とネットワークが必要と

なってきます。そのためにも、社会福祉協議会や福祉分野の職種との連

携も密に行いながら、適切な支援を行っていきます。 

③包括的・継続的ケアマネジメ

ント支援 

主治医と介護支援専門員の連携、在宅と施設の連携など、利用者一人

ひとりについて主治医や介護支援専門員などのさまざまな職種が連携

し、個々の高齢者の状況やその変化に応じて継続的に支援します。 

特に医療機関との連携を密に行うように進めていきます。 

④地域ケア会議の制度化によ

る強化 

本町では、自立支援を重視したケアプランに基づく個別事例の検討を

定期的に行う「地域ケア個別会議」、地域に必要と考えられる資源の開

発・政策を立案・提言する「地域ケア推進会議」を開催しています。 

「地域ケア個別会議」では、保健福祉課内の専門職に加え、岡山県リ

ハビリテーション専門職派遣事業の活用により、理学療法士がアドバイ

ザーとして出席し、事例検討を行います。 

今後も、地域包括ケア体制づくりを目指して、関係機関が福祉課題に

向けた連携を協議する場として、強化に努めます。 

 

【地域ケア会議の目標値】  

 
実績 見込み 第９計画（目標値） 参考 

R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 R22年度 

地域ケア個別会議 開催回数 (回) 3 4 4 4 4 4 

地域ケア推進会議 開催回数 (回) 1 1 1 1 1 1 
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２ 在宅医療・介護連携の推進 

本計画期間中の令和７（2025）年度には、いわゆる“団塊の世代”のすべての人が 75歳以上

の後期高齢者となり、地域において疾病や要介護状態にある高齢者数が増加することが予想さ

れています。このような中で、在宅医療と介護の連携をより強化し、高齢者が住み慣れた地域で

最期まで生活することができるよう支援していくことが求められます。 

高齢期では心身機能の衰えから、医療や介護が必要となること、容態急変による入院、退院

後の在宅医療や介護、在宅療養中の看取りなど、４つの場面別で在宅医療と介護の連携を推進

します。 

本町では、「久米南町医療と福祉の連携推進協議会」における地域包括支援センター、介護支

援専門員、介護事業者等の介護関係職種と医療関係職種の協議を充実することにより、在宅医

療と介護の連携を推進していきます。 

 
【在宅医療と介護連携イメージ】 

 
          資料：「在宅医療・介護連携推進事業の手引き Ver.3」（厚生労働省） 

 

３ 認知症施策の推進 

認知症施策推進大綱に沿って、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる町を目指

し、認知症の人や家族の視点を重視しながら、共生社会の実現に向けた施策を推進することが

求められます。 

そのために、発症や進行の予防に向けた取組の推進や、早期発見、早期対応、適切な医療、

介護等のサービスの確保、ヤングケアラーを含めた家族への支援体制の構築等、進行段階に応

じた適切な対応・支援が必要です。 

本町では、認知症地域支援推進員による認知症への誤解や偏見をなくし正しい知識を広める

啓発活動をはじめ、認知症の人や家族への一体的支援の推進や、認知症初期集中支援チーム

による個別支援の実施、介護保険対象外のサービスの充実やボランティアによる日常的なサ

ポートも含めた総合的なサービス提供体制の整備を図ります。 
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①啓発活動の推進・本人発信支

援 

広報紙やリーフレットにより、認知症に対する誤解や偏見をなくすと

ともに、早期発見による治療の促進や認知症を予防する生活習慣を定着

させていくために、正しい知識を広く普及・啓発します。 

今後も認知症地域支援推進員が中心となって、講座や地域活動に出向

くなど、啓発活動を推進します。 

また、地域で暮らす認知症の人とともに普及啓発を進め、認知症なっ

ても希望を持って前に向いて暮らすことができることを積極的に発信

します。 

②認知症ケアパスの活用 認知症が発症したとき、その進行状況に応じて、どのような医療・介

護サービスを利用すればいいのかを標準的に示した「認知症あんしんガ

イド」を活用します。 

③認知症予防活動の促進 認知症には予防と早期発見、適切な治療、早期サービス導入が重要な

ため、相談窓口のＰＲと訪問活動や認知症疾患医療センターの利用促進

をしています。 

また、認知症対策講座や認知症カフェを実施するとともに、精神保健

相談として、認知症相談日を２か月に１回実施し、専門医師の相談も

行っています。 

今後は、デイサービスや健康教育の中で、認知症予防を目的とするプ

ログラムを導入し、高齢者の生活習慣の改善を図ります。 

また、地域包括支援センター職員が、認知症予防に係る研修などにも

積極的に参加し、知識の向上を図っています。 

今後は、研修で得た知識を広く呼びかけ、認知症予防活動の促進を図

ります。 

さらに、認知症を引き起こす可能性がある閉じこもりを予防するた

め、保健師や地域包括支援センター職員等が定期的に訪問し、相談やデ

イサービス等に参加するよう呼びかけるとともに、地域サロンの活性化

を行います。 

④認知症対応型グループホー

ムの運営指導 

本町にあるグループホームの入居、運営状況及び入居者の現状等につ

いて、定期的に運営推進会議を開催しています。 

今後も高齢者のニーズと事業者の参入動向を把握するとともに、近隣

市町村との連携を図りながら、適正な運営が図られるよう指導・助言を

行います。 

⑤地域における見守りネット

ワークの構築 

生協、郵便局、農協、新聞販売所との見守り協定を結び、地域で発生

するさまざまな問題の早期発見につなげています。 

今後も地域全体で見守る体制を継続するとともに、顔見知りの地域住

民による訪問や声かけなど、認知症の予防や早期発見を行います。 

また、認知症の人や家族に対して、地域でできる範囲での手助けがで

きるよう、認知症サポーターの養成を行います。 

⑥認知症の人と家族への一体

的支援の推進 

認知症の人と家族が共に参加し、互いの思いを共有できる場を設け、

本人の意欲の向上と家族の介護負担感の軽減、良好な家族関係の維持を

図ります。 
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４ 生活支援サービスの基盤整備 

生活支援サービスの充実に向けて、基盤整備を進めていきます。近隣住民、老人クラブ、民生

委員などの参加による見守り、支援のできるまちづくりの普及・啓発に努めます。 

また、地域における支え合いの体制づくりを進めるため、生活支援コーディネーターを１名配置

しています。 

さらに、介護予防・生活支援サービスの事業主体や生活支援コーディネーター等が参画し、定

期的な情報共有及び連携強化の場の中核となる「協議体」を設置しています。 

５ 権利擁護の推進 

介護保険によるサービス利用は、利用者と事業者の契約制度で成り立っています。しかし、認

知症高齢者等の自己決定能力が低下している方にとっては、自らの判断で適切にサービスを選

択したり、契約したりすることが困難で、有効なサービス提供が受けられない場合があると考え

られます。本町でも、認知症高齢者の増加や１人暮らし世帯の増加に伴い、権利擁護の必要性

がある利用者が年々増加しています。 

介護サービス等について、本人の意思による自由な選択の意義を踏まえながら、福祉サービ

スの利用援助を行います。 

また、令和４（2022）年に中核機関として設置した「久米南町成年後見センター」を中心として、

地域包括支援センター等の関係機関と権利擁護に関わる課題や情報を共有し、権利擁護の取

組を推進します。 

さらに、関係各課等との連携を図り、高齢者の意思が尊重されるよう高齢者の人権尊重の啓

発に努めるとともに、近年増加傾向にある高齢者虐待問題についても対応します。 

 

①成年後見制度・権利擁護事業

利用支援 

令和４（2022）年４月１日から中核機関として「久米南町成年後見セ

ンター」を設立し、専門家とアドバイザー契約を締結、多様なニーズに

対応できるよう基盤整備をしています。センターの役割を周知し、当該

制度を必要とする方に必要な支援を提供できるよう努めます。また、町

民後見人の養成を行います。 

②成年後見制度の普及・啓発と

相談 

「久米南町成年後見センター」は、成年後見に関する相談機関として

の役割だけでなく、関係者への研修会、一般住民への講演会等を開催し、

成年後見制度の普及・啓発を行います。また、専門職の関与により、多

角的な支援内容の検討を行うことができます。 

③高齢者の虐待防止 本町で確認される高齢者虐待に係る通報等の件数は多くはありませ

んが、早期発見及び未然に虐待を防ぐことができるよう、虐待防止に向

けた普及・啓発を行っています。 

早期発見に向けた地域とのネットワークの構築が求められており、今

後も各種団体や関係機関と連携し、地域による虐待防止、早期発見等が

できるような体制づくりに努めます。 

また、虐待が発生した場合、適切な行政権限行使により、虐待を受け

ている高齢者の保護及び虐待を行った養護者等に対する相談、指導又は

助言を行い、発生した虐待の要因等を分析し、再発防止に努めます。 

加えて、養介護施設の管理者等への適切な事業運営の確保を求める

等、高齢者虐待への対応強化に努めます。 
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６ 家族支援等その他の事業 

①在宅介護者手当支給事業 要介護４又は５に認定された方を在宅で介護している介護者に対し

て、身体的、精神的、経済的な軽減を図るとともに在宅福祉の増進を図

るため、在宅介護者手当を支給しています。 

要介護認定者の増加に伴い、事業の普及・啓発を図り、介護者の支援

を行っていきます。 

24 時間介護にあたっている家族への精神的・身体的負担を少しでも

取り除くため、在宅介護を続けられている介護者に対し支援を行ってい

きます。 
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【３】生きがいづくりの推進 

 

１ 生涯学習活動の充実 

学習意欲を持つ高齢者の生涯学習の機会を提供するため、本町では文化協会が設立され、

書道や川柳、短歌等の集まりのほか、さまざまな講演会が開催されています。 

文化協会への登録者数は令和５（2023）年４月１日現在１３団体、２２２名となっており、文化

意識の高さがうかがえます。しかし、どの団体も新規登録者が少なく、活動存続が課題となって

います。 

今後は、既存の団体の活動を広く周知し、参加への声かけを行うだけでなく、活動内容の充実

を図り、誰でも気軽に参加できるような態勢を築いていきます。 

 

２ 生涯スポーツの充実 

健康のためには、日頃の健康管理や規則正しい生活を送るだけでなく、適度にからだを動か

し、楽しく汗を流すことが必要です。本町では、生涯学習の推進とあわせて、生涯スポーツの推

進にも取り組んでいます。 

今後は、ゲートボールやグラウンドゴルフに加えて、ウォーキングの推進等により、より多くの高

齢者が無理せずに、楽しくからだを動かすことができるようなメニューを提案し、幅広い活動にな

るよう取り組んでいきます。 

 

３ 交流活動等の充実 

高齢者が日々の生活をより充実させていくためには、１人きりで家に閉じこもったりせず、高齢

者の豊富な経験や知識を生かし、世代を超えた多くの交流が認知症予防の観点からも重要とい

えます。 

そのため、各地区でのサロンの参加者や生きがいデイサービスの登録者の確保に向けた取組

や、内容の充実が求められています。 

また、文化協会等の協力による、加盟団体への参加体験の場の提供、保育園や小学校、地域

での川柳づくりなどによる地域文化の伝承を、三世代で行うことによる世代間の交流等の推進を

図ります。 

さらに、生きがいデイサービスも高齢者の交流の場となっていることから、新規登録者の確保

とともに、男性の参加率をより高めていくための広報活動を充実させ、参加率向上に努めます。 

加えて、住み慣れた地域で支え合いながら、いきいきと暮らしていけるように、高齢者のボラン

ティア等による住民相互による支え合いの取組ができるような仕組みづくりの支援を行います。 
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【４】安心して暮らせる環境整備の推進 

 

１ 介護保険サービスの充実 

①予防給付サービス、介護給付

サービスの提供 

予防給付による適切な介護予防プランの作成とケアマネジメント（地

域包括支援センター）により、明確な目標を設定し、利用者の状態の維

持・改善を図る適正なサービス提供を目指します。利用者の状態像の特

性を踏まえ「本人のできることはできる限り本人が行う」ことを基本と

し、介護サービスを提供します。 

②介護給付サービスの提供 住み慣れた地域や住まいでできるだけ長く過ごせるよう、在宅介護を

推進するとともに、必要な介護給付サービスの充実を目指します。 

③地域密着型サービスの提供 本町には、認知症対応型共同生活介護（グループホーム）が２ユニッ

ト（定員 18 名）整備されており、適正な整備量と把握しています。居

住費・食費の軽減措置がないグループホームに対して、助成制度を設け、

低所得者への経済的負担の軽減を図ります。 

また、地域密着型サービスの適正な運営のために、地域密着型サービ

ス運営委員会で新規に参入する事業者のサービス運営や内容について

審査を行い、基準に従って適切な事業運営を行うことができる事業者を

指定します。 

④給付の円滑な提供 介護が必要になっても、地域で安心して暮らすことができるよう、介

護保険サービスの質と量の確保に努めます。 

本町では、介護給付適正化の強化の一環として、給付費の通知を年間

４回利用者に送付しています。 

今後も、町民の誰もが質の高いサービスを受けられるよう、情報開示

を進め、介護サービスの評価や適正化に努めるとともに、利用者が等し

く適切なサービスの提供が受けられるように、各種事業所への助言等も

積極的に行っていきます。 

また、要介護者等の心身の状況・環境に応じて、適切な保健医療サー

ビス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供されるよう、保健・医

療・福祉のサービス事業者等の連携強化を図っていきます。 

⑤相談、苦情処理の体制づくり 町民が気軽に相談できる環境づくり、身近な相談窓口の体制づくりに

努めます。 

また、町内の関係団体・サービス事業者・保健福祉事業従事者など、

地域の多くの関係者からの意見収集に努めます。 

⑥介護サービスの安全性の向

上 

介護サービス提供時の事故を防止するため、ケアマネジャーやサービ

ス事業者等への啓発を行うとともに、事例検討や意見交換の機会を設け

るなど、事故防止と緊急時の対応能力を高め、サービス提供時の安全性

の確保に努めます。 

⑦介護人材の確保に向けた取

組 

介護従事者の質の向上やよりよいサービスの提供につなげるため、各

種研修や講座等の開催、情報提供などを行い介護従事者の育成を支援し

ます。 

また、生活支援サポーター等の仕組みについて周知を行い、高齢者に

よるボランティア活動の推進を図ることで、住民互助による介護予防に

つながる仕組みができるよう支援します。 

⑧業務効率化の推進 介護現場の業務効率化を支援するため、国や県と連携しつつ、申請様

式・添付書類や手続きに関する簡素化やＩＣＴ等の活用等によるペー

パーレス化等を推進します。 
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２ 生活支援の推進 

介護保険対象外サービスが介護保険サービスと補い合い、効果的かつ効率的に提供される

よう、総合的な保健福祉施策を展開します。 

 

①高齢者の外出支援 高齢者や身体障害のある人が安心して医療機関や官公庁、買い物等に

出かけられるよう公共交通として、デマンド交通「カッピーのりあい号」

や「混乗型スクールバス」を運行しています。 

今後も、誰もが利用しやすい交通手段となるよう充実を図ります。 

また、公共交通の利用が困難な介護度の高い人（要介護４、要介護５）

を対象にタクシー利用券を配布し、支援します。 

②緊急通報体制の整備 １人暮らし高齢者や高齢者夫婦世帯などが、急病や災害時に緊急通報

できるよう、緊急通報装置等購入補助事業について、周知のための取組

を行います。 

③高齢者日常生活用具の購入

助成事業 

町の単独事業として、介護保険給付の対象とならない日常生活用具

（ＩＨコンロ、火災警報器、自動消火器に限る。）の購入費用の助成を

行い、日常生活の支援を継続して行います。 

④認知症高齢者の生活の質向

上に資する事業 

平成 13 年度から取り組んでいる認知症訪問事業では、２か月に１回

専門医による相談を実施しています。本人及び家族の相談内容により、

治療ルートに乗せたり、生活改善を指導したりして重症化の予防に努め

ています。令和３（2021）年度は７件、令和４（2022）年度は３件の相

談実績となっています。 

また、認知症初期集中支援チームにより、早期診断、早期対応に取り

組み、それぞれのケースに対応した支援を行っています。 

⑤高齢者虐待防止の促進 認知症高齢者の増加、老老介護、長期にわたる介護疲れにより、虐待

の懸念も増加しています。 

そのため、介護支援専門員や介護事業所からの個別の相談により、虐

待の早期発見や防止に努めます。 

⑥養護老人ホーム 令和５（2023）年８月現在、18 名の入所者がおり、１人暮らし高齢

者や身寄りのない高齢者等のニーズは増加しています。 

今後もより地域に目を向け、希望者のニーズの把握に努めます。 
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【生活支援サービスの目標値】 

 
実績 見込み 第９期計画（目標値） 参考 

R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 R22年度 

タクシー利用券 実利用者数 (人) 10 6 6 6 6 5 

日常生活用具購入助成事業 

実利用者数 
(人) 0 0 1 1 1 1 

生きがい 

デイサー

ビス 

実利用者数 (人) 31 36 36 36 3６ 34 

延利用者数 (人) 1，102 1，000 1，000 1，000 1，000 900 

生活管理

指導員 

派遣事業 

実利用世帯数 (世帯) 0 0 1 1 1 1 

延利用回数 (回) 0 0 24 24 24 24 

 

【養護老人ホームの目標値】 

 
実績 見込み 第９期計画（目標値） 参考 

R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 R22年度 

町外 
か所数 (か所) 4 4 4 4 4 4 

入所者数 (人) 20 19 20 20 20 20 

 

【軽費老人ホーム、老人福祉センターの目標値】 

 
実績 見込み 第９期計画（目標値） 参考 

R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 R22年度 

軽費老人ホーム (人) 28 29 30 32 32 23 

老人福祉センター (か所) 1 1 1 1 1 1 
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３ 安心生活のための環境整備 

①福祉の心の育成 福祉教育の振興として、子どもたちの福祉体験学習を通じた地域福祉

への理解と関心を高めることが重要です。 

本町では、ボランティアセンターと社協職員が連携しながら各地区小

学校へ車いす体験学習等の福祉教育の出前講座を行っています。また、

各地域の福祉のまちづくり推進協議会が中心となって、さまざまな交流

会などを行っていますが、地域間格差があるため自立支援をサポートす

ることが課題となっています。 

今後は、地域間格差を解消し、全地域が福祉活動の充実促進を図れる

よう、ボランティア活動等の広報・相談やリーダー養成を行っていきま

す。 

また、各地域の福祉のまちづくり推進協議会が中心となって、ふれあ

い交流、高齢者等の見守り・支援など、地域福祉活動の一層の充実を推

進します。 

ボランティア活動についても、関係機関相互の効果的な連携を図り、

ボランティア活動に対する広報、相談、リーダーの養成等を行いながら

基盤の整備を図ります。 

②住宅環境の整備 高齢者の住まいの多くは「持ち家」ですが、老朽化や段差など不便な

点も多く、住宅改修を必要とする人が多数存在します。要介護状態にな

る原因の１つに「転倒・骨折」があり、ほとんどが住居内で発生してい

ることから、住宅改修の相談、支援を積極的に行います。 

③生活環境の整備 高齢者が住み慣れた地域でいきいきした活動を継続していくには、公

共施設のみならず、民間施設のバリアフリー化も求められており、高齢

者が生活しやすい環境の整備を推進することが重要です。 

町道等については、関係機関と協議し維持管理等を行います。 

④安全対策の推進 振り込め詐欺等の対応について、担当課や消費生活センター等と連携

を図り、被害防止に向けて引き続き取り組んでいきます。 

また、高齢者の交通事故が増加傾向にある中、地域の会合等に出向き、

事故防止の啓発活動を積極的に行います。 

⑤感染症対策の推進 新型コロナウイルス感染症をはじめ、感染症対策にあたっては、町民

へ「新しい生活様式」の日常への取り入れを周知します。 

また、医療や福祉、介護関係の事業所等に対しては、「感染拡大防止

ガイドライン」など各種ガイドラインに沿った感染予防、感染拡大防止

の対策を促進します。 
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第５章 介護保険事業の推進 

【１】介護サービス事業量の見込み 

 

１ 居宅サービス 

要支援１～２認定者を対象とした予防給付では、これまでの実績等を基本に介護予防福祉用

具貸与を中心にサービスの利用を見込みます。 

要介護１～５認定者を対象とした介護給付では、福祉用具貸与のほか、訪問介護、訪問看護、

居宅療養管理指導、通所介護、短期入所生活介護など多様なサービスの利用を見込みます。 

 

①予防給付 

【予防給付の見込量】 

 第９期計画 参考 

 R６年度 R７年度 R８年度 R22年度 

介護予防訪問入浴介護 
回数 (回/月) 0.0 0.0 0.0 0.0 

人数 (人/月) 0 0 0 0 
       

介護予防訪問看護 
回数 (回/月) 8.0 8.0 8.0 8.0 

人数 (人/月) 2 2 2 2 
       

介護予防訪問リハビリテーション 
回数 (回/月) 8.0 8.0 8.0 8.0 

人数 (人/月) 1 1 1 1 
       

介護予防居宅療養管理指導 人数 (人/月) 1 1 1 1 

       

介護予防通所リハビリテーション 人数 (人/月) 18 18 17 14 

       

介護予防短期入所生活介護 
日数 (日/月) 19.8 19.8 16.8 16.8 

人数 (人/月) 4 4 3 3 
       

介護予防短期入所療養介護（老健） 
日数 (日/月) 0.0 0.0 0.0 0.0 

人数 (人/月) 0 0 0 0 
       

介護予防短期入所療養介護（病院等） 
日数 (日/月) 0.0 0.0 0.0 0.0 

人数 (人/月) 0 0 0 0 
       

介護予防短期入所療養介護(介護医療院) 
日数 (日/月) 0.0 0.0 0.0 0.0 

人数 (人/月) 0 0 0 0 
       

介護予防福祉用具貸与 人数 (人/月) 41 41 41 34 
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 第９期計画 参考 

 R６年度 R７年度 R８年度 R22年度 

特定介護予防福祉用具購入費 人数 (人/月) 2 2 2 2 

        

介護予防住宅改修費 人数 (人/月) 2 2 2 2 

        

介護予防特定施設入居者生活介護 人数 (人/月) 1 1 1 1 

        

介護予防認知症対応型通所介護※ 
回数 (回/月) 0.0 0.0 0.0 0.0 

人数 (人/月) 0 0 0 0 
        

介護予防小規模多機能型居宅介護※ 人数 (人/月) 0 0 0 0 

        

介護予防認知症対応型共同生活介護※ 人数 (人/月) 0 0 0 0 

        

介護予防支援 人数 (人/月) 47 47 45 39 

※地域密着型サービス 

 

②介護給付 

【介護給付の見込量】 

 第９期計画 参考 

 R６年度 R７年度 R８年度 R22年度 

訪問介護 
回数 (回/月) 858.1 885.9 944.3 738.5 

人数 (人/月) 45 46 47 34 
       

訪問入浴介護 
回数 (回/月) 4.0 4.0 4.0 4.0 

人数 (人/月) 1 1 1 1 
       

訪問看護 
回数 (回/月) 134.8 134.8 134.1 107.0 

人数 (人/月) 19 19 19 15 
       

訪問リハビリテーション 
回数 (回/月) 24.0 24.0 24.0 16.0 

人数 (人/月) 3 3 3 2 
       

居宅療養管理指導 人数 (人/月) 29 29 29 22 

       

通所介護 
回数 (回/月) 435.6 418.0 403.7 334.0 

人数 (人/月) 56 54 52 43 
       

通所リハビリテーション 
回数 (回/月) 212.9 202.0 197.0 160.0 

人数 (人/月) 30 28 27 21 
       

短期入所生活介護 
日数 (日/月) 300.8 269.4 266.0 219.6 

人数 (人/月) 33 31 30 25 
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 第９期計画 参考 

 R６年度 R７年度 R８年度 R22年度 

短期入所療養介護（老健） 
日数 (日/月) 17.2 17.2 17.2 17.2 

人数 (人/月) 1 1 1 1 
       

短期入所療養介護（病院等） 
日数 (日/月) 0.0 0.0 0.0 0.0 

人数 (人/月) 0 0 0 0 
       

短期入所療養介護(介護医療院) 
日数 (日/月) 0.0 0.0 0.0 0.0 

人数 (人/月) 0 0 0 0 
       

福祉用具貸与 人数 (人/月) 116 113 110 84 

       

特定福祉用具購入費 人数 (人/月) 2 2 2 2 

       

住宅改修費 人数 (人/月) 2 2 2 2 

       

特定施設入居者生活介護 人数 (人/月) 29 31 31 22 

       

定期巡回・随時対応型訪問介護看護※ 人数 (人/月) 0 0 0 0 

       

夜間対応型訪問介護※ 人数 (人/月) 0 0 0 0 

       

地域密着型通所介護※ 
回数 (回/月) 683.1 656.9 644.0 544.7 

人数 (人/月) 53 51 50 42 
       

認知症対応型通所介護※ 
回数 (回/月) 0.0 0.0 0.0 0.0 

人数 (人/月) 0 0 0 0 
       

小規模多機能型居宅介護※ 人数 (人/月) 1 1 1 1 

       

認知症対応型共同生活介護※ 人数 (人/月) 18 18 18 18 

       

地域密着型特定施設入居者生活介護※ 人数 (人/月) 0 0 0 0 

       

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護※ 人数 (人/月) 0 0 0 0 

       

看護小規模多機能型居宅介護※ 人数 (人/月) 0 0 0 0 

       

居宅介護支援 人数 (人/月) 162 160 156 126 

※地域密着型サービス 
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２ 施設サービス 

現行のサービス提供基盤を基本に介護老人福祉施設、介護老人保健施設等の利用を見込み

ます。なお、介護療養型医療施設は令和５（2023）年度末をもって「介護医療院」へ完全移行し

ます。 

【施設サービスの見込量】 

 第９期計画 参考 

 R６年度 R７年度 R８年度 R22年度 

介護老人福祉施設 人数 (人/月) 80  80  80  66  

       

介護老人保健施設 人数 (人/月) 29 29 29 22 

       

介護医療院 人数 (人/月) 1 2 2 1 

※「介護療養型医療施設」は令和５（2023）年度末をもって「介護医療院」へ完全移行する。 

３ 地域密着型サービスの整備計画 

第９期計画の期間中には新たな施設整備は想定していませんが、住み慣れた地域で十分な

サービスが受けられるよう、既存のサービス提供体制の充実に努めます。 

【地域密着型サービスの日常生活圏域ごとの整備計画】 （単位：か所、人） 

 
既存 

施設 

第９期計画期間中の整備 
総計 

R６年度 R７年度 R８年度 計 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 施設数 0 0 0 0 0 0 

夜間対応型訪問介護 施設数 0 0 0 0 0 0 

地域密着型通所介護 
施設数 ３ 0 0 0 0 ３ 

定員数 ２９ 0 0 0 0 ２９ 

認知症対応型通所介護 
施設数 0 0 0 0 0 0 

定員数 0 0 0 0 0 0 

小規模多機能型居宅介護 
施設数 0 0 0 0 0 0 

定員数 0 0 0 0 0 0 

認知症対応型共同生活介護 
施設数 1 0 0 0 0 1 

定員数 18 0 0 0 0 18 

地域密着型特定施設入居者生活介護 
施設数 0 0 0 0 0 0 

定員数 0 0 0 0 0 0 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 
施設数 0 0 0 0 0 0 

定員数 0 0 0 0 0 0 

看護小規模多機能型居宅介護 
施設数 0 0 0 0 0 0 

定員数 0 0 0 0 0 0 
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【２】サービス給付費総額 

 

介護保険サービスのサービス給付費総額は、介護報酬と地域区分の改定を踏まえた予防給

付費と介護給付費を合算した総給付費を計算した上で、高額介護サービス費等給付費や地域

支援事業費（介護予防・日常生活支援総合事業費を含む）を加算して算出します。 

以下の数式で算出した第９期介護保険事業期間（令和６～８年度）のサービス給付費総額は

2,584,089,817円（３か年分）です。 

 

【サービス給付費総額の算出フロー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＋ ＋ ＋ 

＝ 

＋ 
総給付費 

(A) 

特定入所者 
介護サービス 
等給付費 

高額介護 
サービス費等 
給付費 

高額医療合算 
介護サービス費 
等給付額 

＋ 予防給付費 介護給付費 

＝ ＋ 
標準給付費 
見込額 

(B) 

 

地域支援 
事業費 

(C) 

サービス 
給付費総額 

(D) 

) 

算定対象 
審査支払 
手数料 

＝ 
標準給付費 
見込額 

(B) 

総給付費 
(A) 
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１ 予防給付費 

【予防給付費】 （単位：千円） 

 第９期計画 参考 

 R６年度 R７年度 R８年度 R22年度 

介護予防サービス     

 介護予防訪問入浴介護 0 0 0 0 

 介護予防訪問看護 808 809 809 809 

 介護予防訪問リハビリテーション 279  279  279  279  

 介護予防居宅療養管理指導 146  146  146  146  

 介護予防通所リハビリテーション 7,436  7,445  6,921  5,846  

 介護予防短期入所生活介護 1,543  1,545  1,252  1,252  

 介護予防短期入所療養介護（老健） 0 0 0 0 

 介護予防短期入所療養介護（病院等） 0 0 0 0 

 介護予防短期入所療養介護（介護医療院） 0 0 0 0 

 介護予防福祉用具貸与 2,311  2,311  2,311  1,918  

 特定介護予防福祉用具購入費 840 840 840 840 

 介護予防住宅改修費 2,718 2,718 2,718 2,718 

 介護予防特定施設入居者生活介護 711  712  712  712  

地域密着型介護予防サービス     

 介護予防認知症対応型通所介護 0 0 0 0 

 介護予防小規模多機能型居宅介護 0 0 0 0 

 介護予防認知症対応型共同生活介護 0 0 0 0 

介護予防支援 2,549  2,553  2,444  2,118  

合計（予防給付費） 19,341  19,358  18,432  16,638  
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２ 介護給付費 

【介護給付費】 （単位：千円） 

 第９期計画 参考 

 R６年度 R７年度 R８年度 R22年度 

居宅サービス     

 訪問介護 31,797  32,667  34,688  27,069  

 訪問入浴介護 612  613  613  613  

 訪問看護 9,769  9,782  9,709  7,515  

 訪問リハビリテーション 982  983  983  655  

 居宅療養管理指導 4,740  4,746  4,746  3,599  

 通所介護 44,048  42,021  40,359  33,768  

 通所リハビリテーション 24,895  23,746  23,345  18,813  

 短期入所生活介護 32,762  29,191  28,884  24,051  

 短期入所療養介護（老健） 2,071  2,074  2,074  2,074  

 短期入所療養介護（病院等） 0 0 0 0 

 短期入所療養介護（介護医療院） 0 0 0 0 

 福祉用具貸与 17,332  16,964  16,447  12,361  

 特定福祉用具購入費 695 695 695 695 

 住宅改修費 2,251  2,251  2,251  2,251  

 特定施設入居者生活介護 66,874  71,599  71,599  50,070  

地域密着型サービス     

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 0 0 0 0 

 夜間対応型訪問介護 0 0 0 0 

 地域密着型通所介護 69,984  67,399  66,171  56,295  

 認知症対応型通所介護 0 0 0 0 

 小規模多機能型居宅介護 2,507  2,510  2,510  2,510  

 認知症対応型共同生活介護 58,535  58,609  58,609  58,609  

 地域密着型特定施設入居者生活介護 0 0 0 0 

 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 0 0 0 0 

 看護小規模多機能型居宅介護 0 0 0 0 

施設サービス     

 介護老人福祉施設 253,370  253,691  253,691  209,662  

 介護老人保健施設 100,866  100,492  100,492  75,851  

 介護医療院 4,378  8,768  8,768  4,384  

居宅介護支援 26,450  26,147  25,464  20,512  

合計（介護給付費） 754,918  754,948  752,098  611,357  
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３ 総給付費 

【総給付費】 （単位：千円） 

 第９期計画 参考 

 R６年度 R７年度 R８年度 R22年度 

総給付費(A) 774,259  774,306  770,530  627,995 

 予防給付費 19,341  19,358  18,432  16,638 

 介護給付費 754,918  754,948  752,098  611,357 

※端数処理により合計は一致しない 

４ 標準給付費見込額 

【標準給付見込額】 （単位：円） 

 第９期計画 参考 

 R６年度 R７年度 R８年度 R22年度 

総給付費(A) 774,259,000  774,306,000  770,530,000  627,995,000 

特定入所者介護サービス費等給付額 

（財政影響額調整後） 
36,874,300  35,656,548  34,560,719  27,810,357 

高額介護サービス費等給付額 

（財政影響額調整後） 
18,296,450  18,323,400  18,323,400  12,658,966 

高額医療合算介護サービス費等給付額 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,211,035 

算定対象審査支払手数料 700,000 700,000 700,000 498,960 

 審査支払手数料支払件数 10,000 10,000 10,000 7,128 

標準給付費見込額(B) 833,129,750  831,985,948  827,114,119  671,174,318 

※端数処理により合計は一致しない 

５ 地域支援事業費 

【地域支援事業費】 （単位：円） 

 第９期計画 参考 

 R６年度 R７年度 R８年度 R22年度 

地域支援事業費(C) 30,620,000 30,620,000 30,620,000 22,435,640 

 介護予防・日常生活支援総合事業費 13,570,000 13,570,000 13,570,000 9,585,389 

 
包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）及び

任意事業費 
14,100,000 14,100,000 14,100,000 9,900,251 

 包括的支援事業（社会保障充実分） 2,950,000 2,950,000 2,950,000 2,950,000 

※端数処理により合計は一致しない 

６ サービス給付費総額 

【サービス給付費総額】 （単位：円） 

 第９期計画 参考 

 R６年度 R７年度 R８年度 R22年度 

サービス給付費総額(D) 863,749,750 862,605,948 857,734,119 693,609,958 

 標準給付費見込額(B) 833,129,750  831,985,948  827,114,119  671,174,318 

 地域支援事業費(C) 30,620,000 30,620,000 30,620,000 22,435,640 

※端数処理により合計は一致しない 



49 

【３】第９期計画における第１号被保険者の介護保険料 

 

第１号被保険者の保険料は、サービス給付費総額をもとに、第１号被保険者負担割合や調整

交付金相当額等を踏まえ保険料収納必要額を計算した上で、予定保険料収納率や所得段階別

加入割合補正後の被保険者数を用いて、保険料基準月額を算出します。 

 

【第１号被保険者の保険料基準月額算出フロー】 
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１ 所得段階区分及び保険料率 

負担能力に応じた保険料負担とするため、所得段階別被保険者の割合を踏まえ、保険料率を

以下のように設定します。 

また、消費税による公費を投入して低所得者（保険料の所得段階が第１段階から第３段階まで

の者）の保険料の軽減を行っており、第９期期間中も継続して実施します。 

 

【所得段階区分及び保険料率】 

所得段階 所得段階の内容 
保険料率 

（軽減税率） 

第１段階 
生活保護被保護者、老齢福祉年金受給者世帯全員市町村民税 
非課税かつ本人年金収入等 80万円以下 

基準額 × 0.455 
（基準額 × 0.285） 

第２段階 
世帯全員市町村民税非課税かつ本人年金収入等 
80万円超 120万円以下 

基準額 × 0.685 
（基準額 × 0.485） 

第３段階 世帯全員市町村民税非課税かつ本人年金収入等 120万円超 
基準額 × 0.690 
（基準額 × 0.685） 

第４段階 
本人が市町村民税非課税（世帯に課税者がいる） 
本人年金収入等 80万円以下 

基準額 × 0.900 

第５段階 
本人が市町村民税非課税（世帯に課税者がいる） 
本人年金収入等 80万円超 

基準額（1.000） 

第６段階 市町村民税課税かつ合計所得金額 120万円未満 基準額 × 1.200 

第７段階 市町村民税課税かつ合計所得金額 120万円以上 210万円未満 基準額 × 1.300 

第８段階 市町村民税課税かつ合計所得金額 210万円以上 320万円未満 基準額 × 1.500 

第９段階 市町村民税課税かつ合計所得金額 320万円以上 420万円未満 基準額 × 1.700 

第 10段階 市町村民税課税かつ合計所得金額 420万円以上 520万円未満 基準額 × 1.900 

第 11段階 市町村民税課税かつ合計所得金額 520万円以上 620万円未満 基準額 × 2.100 

第 12段階 市町村民税課税かつ合計所得金額 620万円以上 720万円未満 基準額 × 2.300 

第 13段階 市町村民税課税かつ合計所得金額 720万円以上 基準額 × 2.400 

※（  ）は、軽減税率 
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２ 保険料収納必要額 

【保険料収納必要額】   （単位：円） 

 第９期計画 

  R６年度 R７年度 R８年度 

標準給付費見込額(B) 2,492,229,817  833,129,750  831,985,948  827,114,119  

地域支援事業費（C） 91,860,000  30,620,000  30,620,000  30,620,000  

第１号被保険者負担分相当額 594,340,658  198,662,443  198,399,368  197,278,847  

調整交付金相当額(E) 126,646,991  42,334,988  42,277,797  42,034,206  

調整交付金見込額(F) 277,033,000  94,576,000  92,588,000  89,869,000  

調整交付金見込交付割合 － 11.17% 10.95% 10.69% 

 後期高齢者加入割合補正係数 － 0.7787  0.7892  0.8013  

 所得段階別加入割合補正係数 － 0.9395  0.9394  0.9391  

財政安定化基金拠出金見込額(G) 0 － － － 

 財政安定化基金拠出率 0.0％ － － － 

財政安定化基金償還金 0 － － － 

準備基金残高（前年度末の見込額） 37,360,167 － － － 

準備基金取崩額(H) 20,000,000 － － － 

財政安定化基金取崩による交付額( I ) 0 0 0 0 

審査支払手数料１件あたり単価 － 70 70 70 

審査支払手数料支払件数 30,000 件  10,000 件 10,000 件 10,000 件 

審査支払手数料差引額 0 0 0 0 

市町村特別給付等 0 0 0 0 

市町村相互財政安定化事業負担額 0 － － － 

保険者機能強化推進交付金等の交付見込額 1,200,000 － － － 

保険料収納必要額(J) 422,754,649  － － － 

※端数処理により合計は一致しない 

 

３ 保険料収納率と所得段階別加入割合補正後被保険者数 

【保険料収納率と所得段階別加入割合補正後被保険者数】 （単位：人） 

 第９期計画 

  R６年度 R７年度 R８年度 

予定保険料収納率(K) 99.00% － － － 

所得段階別加入割合補正後被保険者数（L） 5,433  1,839  1,813  1,782  
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４ 第１号被保険者保険料基準額 

保険料収納必要額に予定保険料収納率、所得段階別加入割合補正後被保険者数を除算し

求めた第９期介護保険事業期間（令和６～８年度）の第１号被保険者介護保険料基準月額は、

6,600円となります。 

また、保険料の所得段階が第１段階から第３段階までの方については、軽減税率を適用した保

険料とします。 

【所得段階区分及び保険料】 

所得段階 所得段階の内容 
保険料率 

（軽減税率） 

第９期計画（R６～８年度） 

月額 年額 

第１段階 
生活保護被保護者、老齢福祉年金受給者世帯全員市

町村民税非課税かつ本人年金収入等 80万円以下 

0.455 

（0.285） 

3,003円 

（1,881円） 

36,036円 

（22,572円） 

第２段階 
世帯全員市町村民税非課税かつ本人年金収入等 

80万円超 120万円以下 

0.685 

（0.485） 

4,521円 

（3,201円） 

54,252円 

（38,412円） 

第３段階 
世帯全員市町村民税非課税かつ本人年金収入等 

120万円超 

0.690 

（0.685） 

4,554円 

（4,521円） 

54,648円 

（54,252円） 

第４段階 
本人が市町村民税非課税（世帯に課税者がいる） 

本人年金収入等 80万円以下 
0.900 5,940円 71,280円 

第５段階 
本人が市町村民税非課税（世帯に課税者がいる） 

本人年金収入等 80万円超 
1.000 6,600円 79,200円 

第６段階 市町村民税課税かつ合計所得金額 120万円未満 1.200 7,920円 95,040円 

第７段階 
市町村民税課税かつ合計所得金額 120 万円以上

210万円未満 
1.300 8,580円 102,960円 

第８段階 
市町村民税課税かつ合計所得金額 210 万円以上

320万円未満 
1.500 9,900円 118,800円 

第９段階 
市町村民税課税かつ合計所得金額 320 万円以上

420万円未満 
1.700 11,220円 134,640円 

第１０段階 
市町村民税課税かつ合計所得金額 420 万円以上

520万円未満 
1.900 12,540円 150,480円 

第１１段階 
市町村民税課税かつ合計所得金額 520 万円以上

620万円未満 
2.100 13,860円 166,320円 

第１２段階 
市町村民税課税かつ合計所得金額 620 万円以上

720万円未満 
2.300 15,180円 182,160円 

第１３段階 市町村民税課税かつ合計所得金額 720万円以上 2.400 15,840円 190,080円 

※（  ）は、軽減後の数値 

 

５ 令和 22（2040）年度の第１号被保険者保険料基準額 

第９期計画期間（令和６～８年度）の推計を延長して求めた令和２２（2040）年度の保険料基

準月額は 7,230円と見込んでいます。 
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【４】介護給付適正化の推進 

 

１ 要介護認定の適正な実施 

適切な要介護認定調査を行うため、認定調査員の定期的な研修会の受講を推進します。 

また、委託している更新申請については、提出される認定調査票の確認を行うとともに、適正

な介護認定審査会の運営に努めます。 

２ ケアプラン・住宅改修等の点検 

要介護認定者等の状態に応じた適切なサービスの利用ができるようにするとともに、保険給

付の適正化を図るため、居宅サービスの土台となるケアプランの点検を行い、質の向上を図りま

す。 

また、住宅改修費、福祉用具購入費、福祉用具貸与費の給付に関し、申請書をもとに給付の

必要性を確認するとともに、必要に応じて調査を行います。 

 

【ケアプランの点検の目標値】  

 
実績 見込み 第９期計画（目標値） 参考 

R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 R22年度 

点検数 (件) 68 50 50 50 50 45 

３ 医療情報との突合・縦覧点検 

医療情報との突合により要介護認定者等やサービスごとの利用者、給付費等の実績の分析・

評価を行い、疑義のある給付について、適正化を図ります。 

【医療情報との突合・縦覧点検の目標値】  

 
実績 見込み 第９期計画（目標値） 参考 

R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 R２２年度 

突合件数 (件) 254 250 250 250 250 240 

縦覧点検数 (件) 268 250 250 250 250 240 

４ サービス利用者への介護給付費通知 

サービス利用者に対し、費用の給付状況等の利用実績を通知することにより、介護保険制度

に対する意識を高めていくとともに、自らが受けているサービスを確認し、適正な請求につなげ

ていきます。 

【介護給付費通知の目標値】  

 
実績 見込み 第９期計画（目標値） 参考 

R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 R２２年度 

通知送付回数 (回) 4 4 4 4 4 4 
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第６章 計画の推進のために 

【１】関係機関との連携の強化 

 

本計画の推進にあたっては、庁内の関係部署が十分に連携を図りながら、分野横断的にさま

ざまな取組を進めるとともに、地域住民、町社会福祉協議会、サービス提供事業所、保健医療機

関、ボランティア団体などとの連携を強化し、取組を推進します。 

 

【２】計画の進行管理 

 

本計画を着実に推進するため、計画（ＰＬＡＮ）、実行（ＤＯ）、点検・評価（ＣＨＥＣＫ）、改善（Ａ

ＣＴＩＯＮ）による進行管理（ＰＤＣＡサイクル）に基づき、進捗状況を管理するとともに、次の施策

に生かすために必要に応じて改善を図ります。 

 

 

【参考／ＰＤＣＡサイクルのプロセスイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画（ＰＬＡＮ） 

○目標を設定し、目標達成に向けた 

活動を立案する。 

実行（ＤＯ） 

○計画に基づき、活動を実行する。 

点検・評価（ＣＨＥＣＫ） 

○活動を実施した結果を整理・集約・

分析し、考察する。 

改善（ＡＣＴＩＯＮ） 

○考察結果に基づき、計画の目

標、活動などを見直しする。 
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資料編 

【１】久米南町介護保険事業計画策定委員会 

 

１ 設置要綱 

 

久米南町介護保険事業計画策定委員会設置要綱 

平成 11 年６月 24 日 

要綱第３号 

(設置) 

第１条 久米南町介護保険事業計画（以下「事業計画」という。）の策定にあたり、介護給付等対象

サービスの円滑な提供を図るため、町長の諮問機関として久米南町介護保険事業計画策定委員会

（以下「委員会」という。）を設置する。 

(事業) 

第２条 委員会は、事業計画の策定に関し、町長の諮問に応じ審議し、その結果を町長に答申するも

のとする。 

(組織) 

第３条 委員会は、町議会議員、医師、老人福祉施設長、民生委員、被保険者等で構成し、町長が任

命する。 

２ 委員の任期は、当該諮問に係る答申をもって終了する。ただし、公職にあることにより委嘱又は

任命された委員はその職を退いたときに委員の職を失うものとする。 

(委員長及び副委員長) 

第４条 委員会に委員長及び副委員長各１名を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

(会議) 

第５条 委員会の会議は、委員長が必要と認めたときに招集し、委員長がその議長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 

(調査員) 

第６条 事業計画を策定するにあたり、調査、研究に必要な資料等を収集するため調査員を置くこと

ができる。 
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(庶務) 

第７条 委員会の事務局を保健福祉課に置く。 

(その他) 

第８条 この要綱の定めによるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って

定める。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 14 年３月 25 日要綱第４号) 

この要綱は、平成 14 年４月１日から施行する。 
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２ 委員名簿 

所属機関名 役職名 氏名 

久米南町議会 厚生産業常任委員会 委員長 ◎南 直樹 

久米南町 医師 医師代表 近藤 健介 

久米南町民生委員児童委員協議会 会 長 〇岸 順子 

久米南町老人クラブ連合会 会 長 磯山 守 

久米南町社会福祉協議会 事務局長 福田 美子 

社会福祉施設（イーエスサウスヒルズ） 施設長 池本 大二 

ホームヘルパー 代 表 井口 佳恵 

保健師 代 表 三木 真由美 

第１号被保険者 

（介護給付等サービス利用者の家族） 
代 表 瀧川 信美 

第２号被保険者 

（介護給付等サービス利用者の家族） 
代 表 山岡 徹 

（敬称略） 

◎：委員長、〇：副委員長 

順不同 
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【２】計画策定経過 

 

令和４年 10月  

在宅介護実態調査の実施  ～  

令和５年 ３月  

 1月  介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の実施 

 11 月 17 日 第１回久米南町介護保険事業計画策定委員会 

・委員委嘱 

・委員長選出 

・第９期介護保険事業計画の基本的な考え方について 

・アンケート調査の結果について 

・今後のスケジュールについて 

 12 月 27日 

パブリックコメント  ～ 

令和６年 1 月 26日 

 
２月 13日 第２回久米南町介護保険事業計画策定委員会 

・計画案について  
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